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法人法人全体の業務運営の改善に関する事項全体の業務運営の改善に関する事項

1 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

2 業務管理（リスク管理）の充実

【評価項目１】

【評価項目２】2 業務管理（リスク管理）の充実 【評価項目２】

業務運営の効率化に業務運営の効率化に関する事項関する事項

1 業務 システム 効率化と情報化 推進 【評価項目３】1 業務・システムの効率化と情報化の推進

2 経費の節減

【評価項目３】

【評価項目４】2 経費の節減 【評価項目４】

1 独立行政法人福祉医療機構



法人全体の業務運営の改善に関する事項法人全体の業務運営の改善に関する事項

1 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

Ｐ１～５

【評価項目1】

自己評定 A

評価シート

【評価項目1の総括】

■組織のスリム化等（#1）■組織のスリム化等（#1）
○ 業務の実態を踏まえつつ業務運営体制の整備・組織のスリム化を実施

・ 監査の公正性・中立性・透明性を高めるため、監査部門を理事長直属へ再編
・ 福祉医療貸付のリスク管理債権に係る業務を強化するため管理部内を再編
・ 基金助成審査業務の効率化を図るため基金事業部内を再編（課長ポスト▲1名）
・ 経営理念の具体化に向けて機構横断的プロジェクトとして「民間活動応援本部」

の立上げ

■経営企画会議等の運営（#2）
○ トップマネジメントを補佐する経営企画会議を効率的かつ効果的に開催（14回）

・ 重要事項へ迅速・的確に対応（平成21年度補正予算対応の検討 など）
ＱＭＳに基づき定期的に業務の進捗状況及びプロセスの監視を実施・ ＱＭＳに基づき定期的に業務の進捗状況及びプロセスの監視を実施

■業務間の連携強化（#3）
○ 民間活動応援本部において利用者の要望等を聴取するとともに、機構の特長や専門

性を活かしつつ、業務間の連携を強化し、業務の効率的な運営を実施
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組織のスリム化等（＃1）

福祉医療に係る事業の健全な発展を総合的に支援するため、業務運営体制を継続的に
見直しているか。

評価の視点

◆事務・事業の合理化・効率化への背景◆

内部統制の強化 事業の効率化
リスク管理債権

への対応

◆事務 事業の合理化 効率化 の背景◆

地域の福祉と医療の
ネットワークづくり

監査の公正性 中立性 リスク管理債権に関する 効率的な助成審査を 業務間の連携強化を監査の公正性・中立性
・透明性を高めるため

リスク管理債権に関する
専門性を高めるため

効率的な助成審査を
実施するため

業務間の連携強化を
図るため

リスク管理債権に係る
業務を債権課に一元化

（調査役を新設）

監査部門を
理事長直属へ再編

業務効率化を図る
ため2課を統合･再編
（課長ポスト▲１）

機構横断的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
「民間活動応援本部」

を立上げ

［参考］ 独法設立時からのポスト削減状況 ・・・ 部長▲２名 次長▲１名 課長▲６名

独立行政法人福祉医療機構

業務の実態を踏まえつつ業務運営体制の整備・組織のスリム化を実施
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プ ジ が

経営企画会議等の運営（＃2）

トップマネジメント機能が有効に発揮され、国の福祉医療施策の変化等に関する重要
事項に迅速かつ的確に対応しているか。

評価の視点

－ 経 営 企 画 会 議（平成15年10月設置） －経 営 企 画 会 議（平成15年10月設置）
[トップマネジメント機能が有効に発揮することを目的に設置]

◆平成21年度における経営企画会議の運営◆

21年度補正予算 民間活動応援 年金担保貸付事業の

◆平成21年度における経営企画会議の運営◆

重要事項への対応

全役員による21年度 21年度補正予算
対応の検討

民間活動応援
本部の活動報告

年金担保貸付事業の
貸付金利検証 等

基づき定 的 進 事 経営姿 考 方

理事長所感業務進捗状況等の監視

全役員による21年度
重点目標の指示

ＱＭＳに基づき定期的に業務の進捗
状況及びプロセスの監視を実施

理事長の経営姿勢や考え方を
役職員に周知徹底

ト プマネジメントを補佐する経営企画会議を効率的かつ効果的に開催（14回）し 重要事項へ

機構の重要事項に関して
トップマネジメントを強力に発揮

組織横断的な議論の実施
組織全体で問題意識を共有

業務運営の効率的・効果的
な実施を実現

トップマネジメントを補佐する経営企画会議を効率的かつ効果的に開催（14回）し、重要事項へ
迅速・的確に対応するとともに、業務進捗状況等を適切に監視
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業務間の連携強化（＃3）

評価の視点 業務間の連携強化により、どのような業務運営の効率化が図られているか。

民間活動応援本部
顧客満足度調査 お客さま目線から見た

民間活動応援本部
の立上げ

及びその傾向分析 組織のあり方の提言

機構の総合力
（シナジー効果）の分析

貸付金利のあり方
についての検討 等

民間活動応援本部と
広報担当者連絡会との連携

先駆的な社会福祉法人の現地
視察及び意見交換を実施

利用者の要望等

貸付関係部と
経営支援室との連携

リスク管理債権の増加要因の
分析 未然防止策の検討及び

リスク管理債権
視察及び意見交換を実施 を把握 分析、未然防止策の検討及び

貸付先への調査実施

リスク管理債権
への対応

管理部と年金貸付部との連携 共済部と情報システム部との連携管理部 年金貸付部 連携

職員の専門性
を向上

共済部 情報 テム部 連携

顧客サービスの向上
事務の効率化

司法書士を講師に招き、債権
回収に関する勉強会を実施

退職手当共済事業の実務研修
会とWAMNET操作説明会を
合同開催

民間活動応援本部において利用者の要望等を聴取するとともに 機構の特長や専門性を活かしつつ

業務改善及び顧客サービスの向上を目的として「お客さまの声」制度を平成22年7月に設置

民間活動応援本部において利用者の要望等を聴取するとともに、機構の特長や専門性を活かしつつ、
業務間の連携を強化し、業務の効率的な運営を実施
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民間活動応援宣言

経営理念

私たちは、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の向上を目指して、
お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求することにより、福祉と医療の民間活動を応援します。線 、福祉 療 民間 動 援 。

6つのポイント

Point1
福祉と医療の民間活動を応援します！福祉と医療の民間活動を応援します！

民間では対応が困難な政策金融やＮＰＯへの助成など
により、福祉と医療の向上を目指します。

Point1

専門性を磨き、民間活動への支援の質を高め、福祉と
Point2

福祉貸付事業
医療貸付事業

退職手当共済事業心身障害者
扶養保険事業

機構の持つ総合力を発揮し、福祉と医療の連携を支援
します。

医療の向上を目指します。

Point3
福祉医療の専門機関
として地域力の向上
に向け 幅広く総合

社会福祉

年金担保貸付事業等

公共性、透明性及び自主性を発揮し、コンプライアン
スを徹底することにより、健全性を確保します。

Point4

Point5

に向け、幅広く総合
的に応援します

振興助成事業

コスト意識を徹底し、効率的な業務運営を行います。

強く明るい職員を目指し、自ら働きがいのある組織と

Point5

Point6 福祉医療
経営指導事業

福祉保健医療
情報サービス事業

6 独立行政法人福祉医療機構
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２ 業務管理（リスク管理）の充実

Ｐ6～9

【評価項目2】

自己評定 A

評価シート

業 （ ） 充
自己評定 A

【評価項目2の総括】

■品質マネジメントシステムの運用（#4）
○ 業務の質の向上や効率化に関する改善点、事務リスク等を抽出したうえで、フォ

ローアップを行うことにより、継続的改善活動を推進
○ ク 危機管理基本方針 策定等により 業務上 ク等を把握 適切な予○ リスク・危機管理基本方針の策定等により、業務上のリスク等を把握し適切な予

防措置、危機管理を機動的かつ円滑に実施するためのリスク管理体制を構築

■業務改善活動の活性化（#5）
○ 平成19年度に創設した改善アイデア提案制度を効果的に運営し、職員の創意工

夫による改善活動を活性化するとともに、職員の意識改革・意欲向上を実現

■ＡＬＭシステムの活用及び信用リスクモデル分析の実施（#7）■ＡＬＭシステムの活用及び信用リスクモデル分析の実施（#7）
○ ＡＬＭ分析の結果、貸付金の回収と借入金の返済とのキャッシュフローのミスマッ

チは、対前年度比で縮減しており、将来の金利変動リスクによる財務への影響は低
下していることを確認

■個人情報保護の徹底及び情報セキュリティ対策の充実（#8）
○ 個人情報保護・情報セキュリティに関する研修を実施するとともに、自己点検調

査を実施し、個人情報保護及び情報セキュリティー対策を強化
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品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）の運用（＃4）

内部監査、顧客満足度調査、各種データ分析などに基づく是正・予防処置活動により、
業務改善の推進及び事務リスクの抑制を図っているか。

評価の視点

≪ISO9001（H17年4月認証取得）に基づく品質マネジメントシステム（QMS）≫

◆ＱＭＳの概念図◆

全部署を対象に内部監査実施
（６月～９月）

ISO9001認証機関による定期審査を平成22年2月に受審し、
QMSは「効果的に継続して運用されている」との評価を受けた。

業務に関する改善点、
事務リスク等を抽出

中期目標・計画 経営企画会議

経営者の責任
PLAN

マネジメントレビュー品質方針

◆ＱＭＳの概念図◆

資源の運用管理
人的資源：教育・訓練の実施

測定、分析及び改善

重点・品質目標 役員会・幹部会

内部監査の実施

ACTION

各部署における対応状況
のフォローアップを実施

インフラ：事務所、PC管理等

サービスの実現 プロセスの監視・測定

各事業・業務の実施 顧客満足度調査

是正処置・予防処置

QMSを活用し

業務 質 向上や効率化に関する改善点 事務リ ク等を抽出 たうえ プを行う

各事業 業務の実施

広報活動 等

顧客満足度調査

データ分析

ＤＯ CHECK

QMSを活用し
継続的な業務改善活動の実施

業務の質の向上や効率化に関する改善点、事務リスク等を抽出したうえで、フォローアップを行う
ことにより、継続的改善活動を推進
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リスク管理・危機管理基本方針の策定とリスク管理委員会の設置

≪リスク・危機管理基本方針≫
（平成21年10月策定）

危機管理をリスク等を把握し

◆福祉医療機構における認識すべきリスクの種類◆

信用
リスク

市場関連
リスク

流動性
リスク

事務
リスク

危機管理を
機動的かつ円滑に実施

リスク等を把握し
適切な予防措置を講じる

システム
リスク

レピュテー
ショナルリスク

その他の
リスク

■リスク管理委員会■
（平成21年10月設置）

業務上のリスクを抽出・把握したうえで
予防措置を講ずる「リスク対応計画」を策定

［委員の構成］理事長、理事、監事、審議役、各部長 （平成22年3月策定）

■各部署■
すべての役職員が適切にリスク管理を実施

審査会 企画委員会
資金調達

審査委員会
個人情報管
理委員会

情報システ 各種委員会

リスク・危機管理基本方針の策定等により 業務上のリスク等を把握し適切な予防措置 危機管理

危機が発生した場合は「危機管理対策本部」を設置

情報システ
ム委員会

広報委員会
各種委員会
検討会等

◆各種委員会等においてリスク管理を実施◆

リスク・危機管理基本方針の策定等により、業務上のリスク等を把握し適切な予防措置、危機管理
を機動的かつ円滑に実施するためのリスク管理体制を構築
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（参考）リスク管理体制（各種リスク対応）

○貸付審査 回収状況把握 ・福祉・医療貸付審査会

想定されるリスク

リスク対応計画の策定・評価 リスク管理の実施（各部署）

リ
ス信 用

リスク
与信管理
特殊債権管理

市場関連
金利リスク管理
価格変動リスク管理

○貸付審査、回収状況把握
○事業報告書等の徴求
○経営診断・指導
○特殊債権報告 等

○ＡＬＭ管理
○適切な金利設定

福祉 医療貸付審査会
・特殊債権処理状況報告会
・貸出条件緩和債権検討会
・年金貸付部会議（月2回）

企画委員会

リ
ス

ス
ク
管
理 計市場関連

リスク
価格変動リスク管理
繰り上げ償還リスク管理

流動性
リスク

資金繰りリスク管理
市場流動性リスク管理

○適切な金利設定
○債券発行に係る各種調査等

○計画的な資金調達及び資金
運用 等

・企画委員会

・資金調達審査委員会
・扶養保険資金運用委員会

ス
ク
・
危

理
委
員
会

計
画
の
実
施
の
指

事務
リスク

事務過誤・不正の防止
チェックの徹底
教育・研修の実施

システム
ＰＣシステム管理
ネ トワ ク管理

○マニュアル整備
○事務手続きの相互チェック
○業務の進捗管理 等

○情報セキュリティ対策
○情報セキ リテ ポリシ 情報システム委員会

・企画委員会
・個人情報管理委員会

機
管
理
基

会
・
リ
ス
ク
対
応
計

・
理
事
長
、
理
事

指
示

システム
リスク

ネットワーク管理
外部委託管理

レピュテー
ショナル
リスク

風評リスク管理

○情報セキュリティポリシー
の策定 等

○マスコミ対応窓口の一本化
○迅速な対応 等

・情報システム委員会

・広報委員会

基
本
方
針

計
画
の
策
定
・
実
施
の

事
、
監
事
、
審
議
役
、

実
施
状
況

危機管理対策本部
⇒有事の際に設置

その他の
リスク

・各業務固有のリスク
・事故、事件、自然災害等
上記以外のリスク

○各種審査
○関連先の管理 等

危機管理

・各種委員会・検討会等

○危機管理体制の構築
○事業継続計画 等

針 の
指
示
、
評
価

各
部
長

の
評
価

リスク管理体制の横断的監視・チェック
(外部監査、監査室内部検査・ＱＭＳ内部監査)
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業務改善活動の活性化（＃5）

評価の視点

全職員に改善アイデアを募集［応募総数26件］
優良提案 選定 実現に向けた検討

■制度の効果■
改善提案制度

職員の業務改革等に向けた取り組みを奨励し、業務改善活動の活性化を図っているか。

⇒優良提案の選定、実現に向けた検討 ○ 業務改善活動の活性化
○ 職員の意識改革・意欲向上

改善提案制度
の実施

（具体的な提案例）

≪平成20年度に提案された改善アイデアの実現状況≫
○定例的ＥＳ（職員満足度）測定の実施について：働きやすい職場環境の構築を図るため 平成21年度に職員に対してアンケート調査を実施

≪平成20年度に提案された改善アイデアの実現状況≫
○定例的ＥＳ（職員満足度）測定の実施について：働きやすい職場環境の構築を図るため 平成21年度に職員に対してアンケート調査を実施

○ 機構業務横断的な職員勉強会の実施
○ 借入申込書類の電子化

平成19年度に創設した改善アイデア提案制度を効果的に運営し、職員の創意工夫による改善活動
を活性化するとともに、職員の意識改革・意欲向上を実現

○定例的ＥＳ（職員満足度）測定の実施について：働きやすい職場環境の構築を図るため、平成21年度に職員に対してアンケート調査を実施
○資格取得支援制度：職員のスキルアップを図り組織力の強化につなげるため、資格取得支援する制度の導入準備（平成22年度から導入済）
○定例的ＥＳ（職員満足度）測定の実施について：働きやすい職場環境の構築を図るため、平成21年度に職員に対してアンケート調査を実施
○資格取得支援制度：職員のスキルアップを図り組織力の強化につなげるため、資格取得支援する制度の導入準備（平成22年度から導入済）

ＡＬＭシステムを適切に活用するなど、金利リスク等の抑制に努めているか。評価の視点

ＡＬＭシステムの活用及び信用リスクモデル分析の実施（＃7）

◆ＡＬＭ分析の実施◆ ◆リスク管理債権比率推計モデルの活用◆
平成20年度財務諸表等に基づき、ＡＬＭ分析（マチ

ュリティラダー、デュレーションギャップ）を実施
○福祉、医療別にリスク管理債権比率の推計を実施
○データ整備によりモデルの精度、活用性の向上を実施

分析 結 貸付金 収と借 金 返済と キ は 対前年度

◆クレジットスプレッドの試算◆ ◆財投機関債発行に資する分析◆
リスク管理債権遷移データに基づき、クレジット

スプレッドにつき試算を実施
財投機関債発行条件の検討に資する分析を実施
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ＡＬＭ分析の結果、貸付金の回収と借入金の返済とのキャッシュフローのミスマッチは、対前年度
比で縮減しており、将来の金利変動リスクによる財務への影響は低下していることを確認



個人情報保護の徹底及び情報セキュリティ対策の充実（＃8）

○ 個人情報を適切に管理しているか。
○ 情報セキュリティー対策の充実を図っているか。

評価の視点

◆個人情報保護の徹底◆ ◆情報セキュリティ対策の充実◆◆個人情報保護の徹底◆ ◆情報セキ リティ対策の充実◆

マニュアル
の策定

（平成21年10月）

研修
の実施

自己点検
を実施

研修
の実施

自己点検
を実施

課題の抽出
及び注意喚起

個人情報保護・情報セキュリティに関する研修を実施するとともに、自己点検調査を実施し、個人
情報保護及び情報セキュリティー対策を強化

策 定
規程 基本方針 対策基準

（参考）情報セキュリティにかかる規程体系図と情報セキュリティ運用サイクル

策 定

導 入
評価・
見直

情報セキュリティ
運用サイクル

規程 独立行政法人福祉医療機構
における情報セキュリティ

情報セキ リテ 基本方針

規程、基本方針、対策基準、
実施手順の４つで構成

運 用

導 入
見直し 運用サイクル

実施手順

対策基準

基本方針 情報セキュリティ基本方針
（細則）

情報セキュリティ
対策基準

情報セキュリティ
実施手順

実施手順
実施手順

12 独立行政法人福祉医療機構



業務運営の効率化に業務運営の効率化に関する事項関する事項

１ 業務・システムの効率化と情報化の推進

Ｐ10～13

【評価項目3】

自己評定 A

評価シート

【評価項目3の総括】

■業務・システム最適化計画に基づく効率化等（#9）業務 システム最適化計画に基 く効率化等（#9）
○ 福祉医療貸付事業及び退職手当共済事業に係る電子システムについては、機能の

追加や改善などを実施し、利用者の利便性の向上を図ることにより、利用率が向
上し、業務の効率化に寄与

■業務・システム最適化計画以外のシステムの改善（#10）
○ 最適化対象外の他のシステムについても継続的な改善を実施し、機構業務の実施

を効率的かつ安定的に支援するとともに、利用者の利便性の向上に寄与

■情報化推進体制の強化等（#11､12）
○ ＣＩＯを中心として、ＣＩＯ補佐官の支援、助言を受け業務・システム最適化計

画を適正に実施
○ 情報化の推進及び情報システムの運用管理の向上を図るため 外部研修を22回○ 情報化の推進及び情報システムの運用管理の向上を図るため、外部研修を22回

受講するなど、ＩＴ技術に精通した人材を育成

■職員研修の実施（#13）
○ 職員に対する研修を計画的に実施し 各業務の特性に応じて 当該業務に必要な○ 職員に対する研修を計画的に実施し、各業務の特性に応じて、当該業務に必要な

ＩＴに関する技能を習得（開催回数33回、参加者数240人）
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業務・システム最適化計画に基づく効率化等（＃９）

業務・システムの最適化計画に基づき、経費の節減及び随意契約の見直し等を図って
いるか。

評価の視点

業務・システム最適化計画策定（平成20年2月）業務・システム最適化計画策定（平成20年2月）

計画に基づき
経費節減・契約見直し等

ＣＩＯ補佐官
支援・助言

ＣＩＯ補佐官
支援・助言

各種の最適化対象システムにおける取組状況

◆福祉保健医療情報サービス事業◆
（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）

◆退職手当共済事業◆

○独立行政法人の事業の見直し等の動き
を踏まえ設計・開発など一時中断

○委託業務の調達実施（一般競争入札）
○電子届出システム機能追加

[利用率79%]（対前年比4%アップ）

≪電子届出システムの効果≫
・利用者の利便性の向上
・機構業務の効率化を実現

[利用率79%]（対前年比4%アップ）

◆年金担保貸付事業◆
◆承継年金住宅融資等債権管理回収業務◆◆福祉医療貸付事業◆

○ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した事業報告書

≪電子届出システムの効果≫
経営状況の分析結果を早期に利用する

が び

福祉医療貸付事業及び退職手当共済事業に係る電子システムについては 機能の追加や改善などを

○ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した事業報告書
の電子報告システムを本格導入
[利用率55%]（対前年比49%アップ）

ことが可能になり、債権管理業務及び経
営診断・指導業務等の内容の充実に寄与

○委託業務の調達実施（一般競争入札）

福祉医療貸付事業及び退職手当共済事業に係る電子システムについては、機能の追加や改善などを
実施し、利用者の利便性の向上を図ることにより、利用率が向上し、業務の効率化に寄与
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業務・システム最適化計画以外のシステムの改善（＃10）

業務の実施を効率的・安定的に支援するために、システム等の継続的な改善に努めて
いるか。

評価の視点

システムの改善に関する取組状況（最適化対象以外のシステム）

◆経営分析システムの改修◆◆貸付事業システムの改修◆

○福祉医療貸付事業

システムの改善に関する取組状況（最適化対象以外のシステム）

福祉医療貸付事業における事業報告書等の
電子報告システムとの連携強化による集計・
分析までの効率化等を図るため、経営分析シ
ステムを改修（平成21年12月）

○福祉医療貸付事業
融資条件の変更に対応するため、貸付総合電算シ

ステムを改修（平成21年12月）
○年金担保貸付事業

融資条件の変更に対応するため、年金担保貸付シ

◆機器の更新◆

ステムを改修（平成21年7月、平成22年2月）

◆管理部門関係システムの更新・改修◆

保守期間切れを迎えた機構内LANシステム
のサーバ等について、一般競争入札により調
達し機器を更新（平成22年3月）

保守期間切れを迎えたりん議・決裁システ
ムの改修事業者を選定し、機器の更新及び機
能追加を実施（平成21年12月）

最適化対象外の他のシステムについても継続的な改善を実施し 機構業務の実施を効率的かつ安定

達し機器を更新（平成22年3月）能追加を実施（平成21年12月）

最適化対象外の他のシステムについても継続的な改善を実施し、機構業務の実施を効率的かつ安定
的に支援するとともに、利用者の利便性の向上に寄与
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情報化推進体制の強化等（＃11､12）

○ 情報化統括責任者（ＣＩＯ）及び情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官を中心とした
専門性の高い情報化推進体制の強化を図っているか。

○ ＩＴ技術に精通した人材の育成を計画的に実施しているか。
評価の視点

○ 業務・システム最適化計画を適正に実施
○ 情報システムに係る調達仕様書・委託契約内

○ 情報管理課職員向けの勉強会を11回実施
○ 外部研修を22回受講

ＩＴ技術に精通した人材の育成情報化推進体制の強化

○ 情報システムに係る調達仕様書・委託契約内
容等の適正化

○ 平成22年度情報化推進計画の策定

○ 外部研修を22回受講
○ 情報システム部においてワークショップを39

回開催（WAMNET次期システムに係る課題等
検討）

○ ＣＩＯを中心として、ＣＩＯ補佐官の支援、助言を受け業務・システム最適化計画を適正に実施
○ 情報化の推進及び情報システムの運用管理の向上を図るため、外部研修を22回受講するなど、

ＩＴ技術に精通した人材を育成

職員研修の実施（＃13）

ＩＴ技術に精通した人材を育成

職員に対するＩＴに関する研修等を計画的に実施しているか。評価の視点

職員に対する研修を計画的に実施し 各業務の特性に応じて 当該業務に必要なＩＴに関する技能職員に対する研修を計画的に実施し、各業務の特性に応じて、当該業務に必要なＩＴに関する技能
を習得（開催回数33回、参加者数240人）
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２ 経費の節減

Ｐ14～22

【評価項目4】

自己評定 A

評価シート

費 節減
自己評定 A

【評価項目4の総括】

■随意契約の適正化（#15）
○ 「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施し、平成21年度末において

同計画の目標を達成（随意契約件数割合：平成18年度71％ ⇒平成21年度6％）

■業務方法の改善等による事務効率化（#16）
○ 業務の効率化、経費節減、エコ対策等の観点から、各種取組を実施しコスト削減

を図るとともに、各職員に対するコスト意識の徹底を図った

■一般管理費等の節減（#17）
○ 一般競争入札の促進等により、平成21年度予算（平成19年度予算比▲6.2％）

を上回る▲12 4%の節減を達成を上回る▲12.4%の節減を達成

■人件費の削減（#18）
○ 組織のスリム化等により、平成17年度との比較で11.4%削減するとともに、

給与水準の適切性を検証し 検証結果等をホームページで公表給与水準の適切性を検証し、検証結果等をホームページで公表
【国家公務員との給与水準の比較】

地域・学歴勘案103.5ポイント（前年度比▲1.0ポイント）
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随意契約の適正化（＃15）

随意契約の適正化について、中期計画に示したとおり適切に行われているか。
（中期計画：随意契約見直し計画の実施、競争性・透明性の確保、監事等のチェック）

評価の視点

随意契約見直し計画の取組状況 平成21年度末において随意契約見直し計画の目標を達成

区 分
18年度実績 21年度実績 見直し計画（参考）

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

競争入札等
(27.6％) (9.0％) (59.7％} (78.4％ ) (32.9％) (14.1％)

21 2.8 37 29.7 25 4.3
93 6%

99.3%

件数 金額
競争性のある契約

着実に増加

全契約に占める「競争性のある契約」の割合の推移
（単位：件、億円）

企画競争・公募
(1.3％) (1.2％) (33.9％) (20.9％) (59.2％) (84.2％)

1 0.4 21 7.9 45 25.8

競争性のある契約

（小計）

(28.9％) (10.2％) (93.6％) (99.3％) (92.1％) (98.3％)

22 3.1 58 37.6 70 30.1

競争性のない (71.1％) (89.8％) (6.4％) (0.7％) (7.9％) (1.7％) 28.9%

47.4%

71.8%

93.6%

19 3%

46.0%

競争性のない

随意契約

％ ％

54 27.5 4 0.2 6 0.5

合 計
(100％) (100％) (100％) (100％) (100％) (100％)

76 30.6 62 37.9  76 30.6

10.2%
19.3%

18実績 19実績 20実績 21実績

全契約に占める「随意契約」の割合の推移
18年度：71％ ⇒ 21年度：6％へ減少

71.1%

89.8% 80.7%

件数 金額

全契約に占める「随意契約」の割合の推移

国の基準に準拠し内部規程を改正
（平成21年4月施行）

○ 一般競争契約における公告期間・公告
方法に関する定めを追加

平成21年度の随意契約内容

○業務システムの運用 保守関連

随意契約
着実に減少

52.6%

28.2%

6.4%

54.0%

0 7%

○ 随意契約要件の「事業経営上特に必要
があると認めたとき」等の条項を削除

○ 総合評価、企画競争・公募にかかるマ
ニュアルを整備

○業務システムの運用・保守関連
○財務諸表等の官報掲載 等

「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施し、平成21年 0.7%

18実績 19実績 20実績 21実績

随意契約見直 計 」 基 く取組を着実 実施 、平成 年
度末において同計画の目標を達成

（随意契約件数割合：平成18年度71％ ⇒平成21年度6％）
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競争性・透明性の確保・監事等のチェック

◆福祉医療機構における契約業務の流れ◆
○競争性、透明性が十分確保される方法により契約を実施 ○入札･契約の適正な実施について徹底的なチェックを受ける

一般競争入札 一般競争入札（総合評価方式） 企画競争 随意契約

契約審査会（契約方法について承認・決定を行う）

般競争入札 般競争入札（総合評価方式） 企画競争
（少額随意契約除く）

≪平成20年度から委員会を設置し 、一層の公平性、透明性を確保≫
各評価委員会（技術点の評価・企画書等の評価）

契約審査会（各評価委員会の評価結果を審査・承認・決定）

契 約 の 締 結

≪平成20年度から監事のチェックを受け、第三者による監視を強化≫

契約審査会（各評価委員会の評価結果を審査 承認 決定）

当機構監事及び外部委員から構成される「契約監視委員会」を設置し、競争
性のない随意契約の見直し状況及び一般競争入札等の競争性の確保を点検

区 分 件 数

平成20年度契約
競争性のない随意契約 22件

者応札 者応募 27件

≪主な指摘≫
一般競争入札又は公募を行ったものの、結果として一者応札・一

契約監視委員会による点検（平成22年1月）

一者応札・一者応募 27件

複数年度契約※ 競争性のない随意契約 9件

平成21年度契約 新規案件 3件

契約における実質的な
競争確保に関する点検

落札率90％以上 1件

般競争入札又は公募を行ったものの、結果として 者応札
者応募であった27件のうち、23件については、業務経験につい
ての要件の見直しが、3件については、公告期間の見直しが提案

契約監視委員会の指摘や「１者応札・１者応募に係る
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競争確保に関する点検

合 計 62件

契約監視委員会の指摘や １者応札 １者応募に係る
改善方策について（平成21年7月24日）」を踏まえ、
より一層の競争性の確保に努めている。



業務方法の改善等による事務効率化（＃16）

業務方法をどのように改善し、事務の効率化を図っているか。評価の視点

業務方法の改善等のよる事務の効率化

会議資料の
ペーパーレス化
（▲5百万円） コピー、プリント執務室・社内通路 （ ）

パンフレットの出張における

の両面印刷徹底の部分消灯徹底

コスト削減の取組 ット
発行部数等の見直し

張 ける
パック商品活用

本部事務所の
賃借料引下げ

複写機等の
再リ 実施

スト削減の取組
（約▲48百万円超）

タクシー利用の
更なる厳格化

賃借料引下げ
（▲29百万円）

再リース実施
（▲14百万円）

≪取組効果①≫ ≪取組効果②≫

業務の効率化 経費節減 エコ対策等の観点から 各種取組を実施しコスト削減を図るとともに

≪取組効果①≫
年間約▲48百万円超のコスト削減

≪取組効果②≫
各職員のコスト意識の徹底

業務の効率化、経費節減、エコ対策等の観点から、各種取組を実施しコスト削減を図るとともに、
各職員に対するコスト意識の徹底を図った
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一般管理費等の節減（＃17）

一般管理費等の節減計画と平成21年度実績

一般管理費等の経費の節減については、中期目標を達成しているか。
（中期目標：平成19年度予算と比べて15.5％程度の額を節減）

評価の視点

年度計画達成費等 減 成 年 績

区 分
Ｈ19年度
（基 準）

Ｈ21年度
Ｈ24年度
（目 標）

計 画 実 績

19比▲15.5％
▲980百万円

年度計画達成
19比▲12.4%

6,319
5 768

計 画 実 績

金 額
（百万円）

6,319 5,927 5,534 5,339

▲980百万円

5,768 5,534 5,339節減率

（％）
－ ▲6.2 ▲12.4 ▲15.5

算 %

19予算 20実績 21実績 24目標

19予算▲15.5%
（▲980百万円）

【主な削減項目】本部ビル賃借料の引き下げ、再リースの活用等

本部ビル賃貸料の引き下げ等により、平成21年度予算（平成19年度予算比▲6.2％）を上回る
▲12.4%の節減を達成
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人件費の削減（＃18）

○ 人件費の削減については、中期目標を達成しているか。
（中期目標：平成18年度以降の5年間で平成17年度と比べて▲5%以上）

○ 機構の給与水準について、中期目標に示されたとおり、適切に取組んでいるか。
（中期目標：次ページ参照）

評価の視点

区 分
H17

（基準）
H18

（実績）
H19

（実績）
H20

（実績）
H21

（実績）

人件費の削減額の推移 国家公務員との給与水準の比較

区 分 H17 H18 H19 H20 H21
（基準） （実績） （実績） （実績） （実績）

金 額
（百万円）

2,413 2,222 2,143 2,076 2,097

節減率
－ ▲7 9 ▲11 9 ▲14 6 ▲11 4

地域・
学歴勘案

108.0 106.1 105.0 104.5 103.5

対国家
公務員

122 9 120 8 119 5 119 6 119 1
（％）

▲7.9 ▲11.9 ▲14.6 ▲11.4 公務員
122.9 120.8 119.5 119.6 119.1

122.9 

17比▲11.4%
（316百万円削減）

（単位：百万円）

≪人件費実績推移≫ ≪ラスパイレス指数の推移≫

2,413
2,222 2,143 2,076 2,097

120.8 
119.5 119.6 119.1 

対国家公務員

（単位 百万円）

（注）平成17年度の2,413百万円は基準額であり、平成18年4月1日に旧年金資金
運用基金から年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務

2,076 2,097

H17基準 H18実績 H19実績 H20実績 H21実績

108.0
106.1

105.0 104.5
103.5

対国家公務員
地域・学歴勘案

を承継したことに伴う基準額の増加分を加味した額である。
（注）削減率は人事院勧告を踏まえた給与改定額を除いた補正値

H17 H18 H19 H20 H21
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■ 給与水準の検証

（中期目標から抜粋）
機構の給与水準について、以下のような観点からの検証を行い、その検証結果や取組状況については公表すること。

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準を上回っていないか。
② 職員に占める管理職割合が高いなど、給与水準が高い原因について、是正の余地はないか。
③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が

適切かどうか十分な説明ができるか。
④ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解の得られるものとなっているか。

国家公務員との比較 国地域・学歴勘案103.5（前年比▲1.0）

◆ 国家公務員 給与水準を上回る理由 ◆◆ 国家公務員の給与水準を上回る理由 ◆
民間の金融部門等の給与実態を勘案 管理職比率が高い 大学卒業以上の比率が高い

政策金融が事業の中核であること
から、民間の金融部門等の給与実態
を勘案し必要な人材を確保

特殊法人改革の中で他組織から事
業承継し、多種の事業を実施してお
り、管理職比率が高い

国家公務員の大学卒以上の比率は
50％であるのに対し、当機構は86
％と学歴構成による差がある

在職地が大都市圏

国家公務員は全国平均であるが、
当機構の在勤地は大都市圏（東京都
特別区及び大阪市）

給与水準の検証

○ 支出予算総額（21年度）のうち国からの財政支出の割合は19.2%
○ 支出予算総額（21年度）のうち給与等支払総額の割合は1.0%であ

り、国からの財政支出の増加要因とはなっていない。

給与水準についての説明

【人件費削減に係る取組状況】
○ 平成16年度において全職員の昇給を停止
○ 平成17年1月に本俸基準表を引下げ（平均▲5 3%）

支出予算総額 2,083億円 －

国からの財政支出 399億円 19.2%

運営費交付金 41億円 2.0%

給与等支払総額 21億円 1 0%

り、国からの財政支出の増加要因とはなっていない。 ○ 平成17年1月に本俸基準表を引下げ（平均▲5.3%）
○ 組織のスリム化（平成16年度から平成21年度まで）

[ポスト削減状況：部長▲2､次長▲1､課長▲6]

【管理職比率】Ｈ20：19.8% ⇒ Ｈ21：19.2%
【大卒以上の割合】86.0%

組織のスリム化等により、平成17年度との比較で11.4%削減するとともに、給与水準の適切性

給与等支払総額 21億円 1.0%

給付費補助金・利子補給金 358億円 17.2%

○ 累積欠損はなし。

組織のスリム化や給与水準の見直しを継続的に実施し、平成24年
度において地域・学歴勘案を概ね100ポイントとするよう努める。

織 等 、 成 年 較 % 減 、 準
を検証し、検証結果等をホームページで公表
【国家公務員との給与水準の比較】地域・学歴勘案103.5ポイント（前年度比▲1.0ポイント）
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ＰＰ 22ＰａｒｔＰａｒｔ 22

業務の質の向上に業務の質の向上に関する事項関する事項

1 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業）

2 福祉医療貸付事業（医療貸付事業）

【評価項目５】

【評価項目６】2 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 【評価項目６】

３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 【評価項目７】３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 【評価項目７】

４ 福祉医療経営指導事業 【評価項目８】
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業務の質の向上に関する事項業務の質の向上に関する事項

■ 福祉貸付事業
【事業の概要】

国の福祉政策に即して地域における民間の社会福祉施設等の整備に対し、長期・固定・低利の資金
を提供すること等により、福祉、介護サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備を支援

（1）福祉政策の課題

国民が安心して暮らせる福祉社会を実現するためには、高齢化

等によるニーズの増大に対応して、地域の福祉施設の整備・更新

を継続的に行うことが不可欠

（2）政策融資の必要性

（ ）福祉貸付事業 融資 方針

（2）政策融資の必要性

社会福祉法人は、厳しい財政状況の中で地域の多様な福祉ニー

ズに応じた施設の新設や概ね３０年ごとに施設の改築を行うため

には、長期・固定・低利による政策融資が必要

国の福祉施策に即した政策優先度の高い施設整備や、地域のニ

ーズに応じた施設整備に対して融資条件を優遇するとともに、地

域住民の利用するサービスの質の向上につながる政策融資を実施

（3）福祉貸付事業の融資の方針

［保育所］［特別養護老人ホーム］

25 独立行政法人福祉医療機構



１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業）

Ｐ23～30

【評価項目5】

自己評定 Ａ

評価シート

福祉 療貸付事業（福祉貸付事業）
自己評定 Ａ

【評価項目５の総括】

■福祉貸付事業の実績（#20､22）
○ 国及び地方公共団体の福祉政策と密接に連携し、補助金等が交付された事業に対し重点的融資を

実施［平成21年度審査660件（経営資金を除く）のうち補助採択事業563件（85.3％）]

■福祉貸付事業に係る政策適合性（#22､23）
○ 政府において策定された「経済危機対策」（平成21年4月10日）の一環として、介護基盤の緊

急整備などに対して融資条件の優遇措置を講じ機動的な融資を実施
○ 保育所等の整備、障害者の就労支援、消防用設備の整備等に係る事業に対して、融資条件の優遇○ 保育所等 整備、障害者 就労支援、消防用設備 整備等 係る事業 対 て、融資条件 優遇

措置を講じ融資を実施し円滑な整備を支援

■利用者サービスの向上（#24）
○ 事業計画の早期段階から融資相談に応じ、利用者ニーズの把握や建物の機能性等について助言を

行うとともに 施設整備に携わる関係機関等で幅広く認識を共有して整備計画を推進できるよう行うとともに、施設整備に携わる関係機関等で幅広く認識を共有して整備計画を推進できるよう
「融資のポイント（ガイドライン）」を作成するなど利用者サービスを向上

■協調融資制度の充実（#25）
○ 平成20年度から対象範囲を福祉貸付全体に拡大し、平成21年度においても、引き続き、制度周成 貸 体 、 成 、 、

知や覚書締結金融機関の拡大を図り民間資金の活用を促進

■審査・資金交付業務の事務処理期間短縮（#26）
○ 中期計画に定める目標期間内で事務処理を行い目標を達成するとともに、利用者サービスの向上

に寄与に寄与

26 独立行政法人福祉医療機構



福祉貸付事業の実績（＃20）

区 分 審査件数 審査金額

老人福祉関係施設 262件 84,075百万円
1,500 

（単位：億円）

平成21年度度審査実績 ［参考］貸付審査状況推移（金額ベース）

○介護基盤の緊急整備
○待機児童の解消

げ
老人福祉関係施設 262件 84,075百万円

児童福祉関係施設 302件 20,287百万円

障害者福祉関係施設 125件 7,589百万円

その他 10件 495百万円 1,000 

合計
1,505

合計
1 339 合計

を図るため融資率引上げ
（75､80%⇒90％）

そ 他 件 百万円

合 計 699件 112,446百万円

※制度改正及び物価高騰等に伴う経営資金39件分を含む。

500

老人

1,339 合計
1,199

合計
1,124

件数ベース 金額ベース

合計
972

老人

500 

障害
17.9

%
児童
18 0

障害
6.7
% 児童

件数 額

障害37.5
%

0 

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

児童
43.2

%

老人
74.8

%

18.0
%

老人 1,267 1,106 1,038 760 841

児童 121 131 113 128 203

障害 105 94 42 78 76

障害

国及び地方公共団体の福祉政策と密接に連携し、補助金等が交付された事業に対し重点的融資を実施

障害 105 94 42 78 76

その他 12 8 6 6 5

⇒ 平成21年度審査660件（経営資金を除く）のうち補助採択事業563件（85.3％）
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福祉貸付事業における融資方針の策定（＃21）

毎年度、国と協議のうえ、当該年度における融資の基本方針を定めた融資方針に基づ
き、政策優先度に即した効果的かつ効率的な政策融資を実施しているか。

評価の視点

福祉医療機構
協 議

融資方針の策定

【政策目的】
施設の耐火・耐震化等の安全性の向上

障害者等の自立支援福祉・介護サービスの基盤整備

子育て・保育サービスの基盤整備

融資方針の策定

施設の耐火・耐震化等の安全性の向上子育て・保育サ ビスの基盤整備

福祉政策上 必要と

平成21年度融資方針

◆基本方針◆
国及び地方公共団体の福祉政策と密接に連携し、地域の福祉、介護サー

ビスを安定的かつ効率的に提供するための基盤整備を着実に支援する。

◆融資方針◆

福祉政策上、必要と
認められる事業に融資

政策優先度に即した効果的かつ効率的な政策融資を実施するため 福祉貸付事業における融資方針

① 原則として、国、地方公共団体等の補助金・交付金等の対象事業として採択された事業を貸付対象とする。
② 福祉医療政策上必要となる事業、施設の安定的かつ持続的な運営上必要となる緊急的な整備事業で、福祉貸付事業

として貸付け可能な事業については、原則にかかわらず貸付対象とする。

政策優先度に即した効果的かつ効率的な政策融資を実施するため、福祉貸付事業における融資方針
を策定し、当該方針に基づき事業を実施
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福祉貸付事業に係る政策適合性（＃22）

政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等を受けて、政策融資として災害復旧、制度
改正、金融環境の変化に伴う経営悪化等への緊急措置に臨機応変に対応しているか。

特に、療養病床の再編を推進するため、福祉貸付事業と連携し、転換の受け皿となる施設の
優先的整備を進めているか。

評価の視点

介護基盤の緊急整備介護基盤の緊急整備 保育所等の整備保育所等の整備

介護サービス基盤の整備
を推進

待機児童の解消を推進

≪≪社会福祉事業の特徴社会福祉事業の特徴≫≫

緊急的な経営資金緊急的な経営資金 耐震化整備耐震化整備

を推進
待機児童の解消を推進

小規模零細 低収益構造社会福祉施設の安定経営
を支援

社会福祉施設の耐震化整
備を推進

財政基盤が脆弱
非営利で公共性・
公益性が求められる

○整備頻度が稀
○整備費用が高額

社会的に弱い居住者を
支援

地域密着型ｻｰﾋﾞｽへの融資地域密着型ｻｰﾋﾞｽへの融資 障害者の就労支援を支援障害者の就労支援を支援

地域密着型ｻｰﾋﾞｽの整備
を促進

就労移行、就労継続等の
整備を促進

担保処分が困難
資金調達のﾉｳﾊｳ
の蓄積が難しい

支援

補助採択事業への融資補助採択事業への融資 スプリンクラーの整備スプリンクラーの整備

国等の補助金等が採択さ 社会福祉施設のスプリ
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国等の補助金等が採択さ
れた事業に重点的融資

社会福祉施設のスプリ
ンクラー整備を推進



経済危機対策に伴う優遇措置

政府において策定された「経済危機対策」（平成21年4月10日）の一環として、介護基盤の緊急
整備などに対して融資条件の優遇措置を講じ機動的な融資を実施

◆ 介護基盤の緊急整備 ◆
≪介護サ ビス基盤の整備を推進≫

融資条件の優遇措置の概要

◆緊急的な経営資金 ◆
≪社会福祉施設の安定経営を支援≫

[支援]
≪介護サービス基盤の整備を推進≫

○ 融資率の引上げ（一律90%）
○ 貸付利率の引下げ（財投▲0.5%※）

※当初5年間
161件

≪社会福祉施設の安定経営を支援≫

○ 保証人要件緩和（2名⇒1名）
○ 貸付けの相手方追加※（ＮＰＯ）
※就労移行支援、就労継続支援等の場合

[支援]

161件
57,386百万円

◆スプリンクラー整備 ◆ ◆耐震化整備 ◆

22件
865百万円

◆スプリンクラ 整備 ◆
≪社会福祉施設のｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備を推進≫

○ 融資率の引上げ（一律90%）
○ 貸付利率の引下げ（財投▲0.5%※）

※当初5年間

○ 貸付対象施設 追加（有料老人 ）

◆耐震化整備 ◆
≪社会福祉施設の耐震化を推進≫

○ 融資率の引上げ（一律90%）
○ 貸付利率の引下げ（財投▲0.5%※）

が

○ 貸付対象施設の追加（有料老人ﾎｰﾑ）
○ 貸付けの相手方の追加（ＮＰＯ等）

※小規模多機能型居宅介護事業

※当初5年間
※財特法に基づく場合無利子 4件

880百万円
[支援]

政策融資の果たすべき役割を踏まえ、政府が打ち出した「経済危機対策」の一環として、融資
条件の優遇措置を講じた融資を実施し、地域における社会福祉施設の安定的な経営を支援
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地域密着型サービスに対する融資

施 設 種 類 審査件数

特別養護老人ホーム（29名以下） 50件

ケアハウス（29名以下） 2件

地域密着型サービスに対する融資実績

特養
認知症ＧＨ

認知症デイ
1件

小規模多機能型居宅介護事業所 13件

認知症グループホーム 31件

認知症デイサービスセンター 1件

計 件

特養
（29名以下）

50件

小規模多機能
13件

31件

ケアハウス
（29名以下）

介護保険制度改革に伴い、平成18年度から創設された小規模多機能型居宅介護事業等の「地域
密着型サービス」に対し融資を実施

計 97件
（29名以下）

2件

補助採択事業への融資

平成21年度審査660件⇒補助採択事業563件（85.3％）
［補助なし事業への融資］

補助金等の有無にかかわらず、次の
事業 融資を実施

施 設 種 類
貸付審査の実績

（経営資金を除く）

うち

補助採択事業

老人福祉関係施設 248件 211件

児童福祉関係施設 300件 268件

事業については融資を実施

○ 地域の整備計画上必要な事業

○ 施設の安定的かつ持続的な運営上必要
となる緊急的な整備事業

福祉 介護サ ビ を安定的か 効率的に提供するため 基盤整備を着実に支援するため

障害者福祉関係施設 105件 78件

その他 7件 6件

計 660件 563件

福祉政策上、必要と
認められる事業に融資

福祉、介護サービスを安定的かつ効率的に提供するための基盤整備を着実に支援するため、
国及び地方公共団体等の補助金・交付金等の対象事業として採択された事業に融資を実施
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（参考）利用者のニーズに即した迅速かつ適切な優遇融資の実施

◆経済情勢 悪化に伴う経営環境 変化に対応（ 成 年度に実施）◆

経済情勢の悪化に伴う経営安定化資金

国の「安心実現のための緊急総合対策」を

≪平成20年10月≫
国の「経済危機対策」及び施設経営者からの

≪平成21年4月≫
国の経済対策や施設経

営者からの要望等に臨機

※※利用者の要望等に対応し緊急的に優遇融資を実施利用者の要望等に対応し緊急的に優遇融資を実施

◆経済情勢の悪化に伴う経営環境の変化に対応（平成21年度に実施）◆

貸付金利 財政融資資金と同率

保証人 ２名以上

国の「安心実現のための緊急総合対策」を
踏まえ、優遇融資により病院等の経営を支援

国の「経済危機対策」及び施設経営者からの
要望等を踏まえ、更なる優遇融資を実施 営者からの要望等に臨機

応変に対応し、優遇措置
を講じた上で、緊急的な
融資を実施することによ
り、地域における社会福

貸付金利 財政融資資金と同率

保証人 １名以上

祉施設の安定的な経営を
支援

型特別養護老 償 期 等 延

貸付けの相手方
就労移行支援等を実施
するNPO法人を追加

個 保 免除

◆利用者の利便性の向上を図るために改善（平成22年度から実施）◆

ユニット型特別養護老人ホームの償還期間等の延長

≪平成22年4月≫

平成21年度において、利用者
等から 要望等を踏まえ 当機

個人保証の免除

介護保険施設に対する施設整備費補助金の減少や介護報酬の大幅な増加が期待できない
ことから、施設経営者から長期かつ安定的に資金調達できる仕組みを構築するよう要望あり

≪平成22年4月≫ ≪償還期間20年と25年の元利金負担額の比較≫
等からの要望等を踏まえ、当機
構において保証人のあり方につい
て検討を行い、国と協議のうえ、
平成22年度から借入申込者が希
望した場合、貸付利率に一定の上

ユニット型
特別養護老人ホーム
の償還期間等を延長

≪平成22年4月≫

50

60

70

償還期間20年

（償還金額）

施設開設2年次目の
償還額▲32百万円

1年次ごとの償還額減
資金繰り資金を確保

≪償還期間20年と25年の元利金負担額の比較≫

キャッシュフローが改善しキャッシュフローが改善し
施設の安定経営に寄与施設の安定経営に寄与

、貸
乗せ（オンコスト）を行うこと
で、個人保証を要しない融資制度
を新たに創設し利用者サービスの
向上を図った。
（オンコスト利率0 05％）0

10

20

30

40償還期間20年
（据置期間2年）

延長

償還期間25年

≪試算の前提≫ 定員91人
機構借入611百万円（2.0％、20年又は25年償還）
銀行借入181百万円（2.5％、15年償還）

銀行借入
完済の影響

資金繰り資金を確保
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利用者サービスの向上（＃24）

評価の視点 ○ 利用者サービスの向上を図るため、融資相談等を充実しているか。

事業計画の早期段階からの融資相談

蓄積された審査・相談ノウハウ 最新の福祉政策に関する情報

法人経営の安定、福祉サービスの質の向上に資する観点から、事業計画の早期段階（補助協議前
など）から融資相談に応じ、利用者ニーズの把握や建物の機能性等について助言を実施

ポ ガ「融資のポイント（ガイドライン）」の作成

融資審査上の様々な視点からの確認事項について、借入
申込者、自治体など施設整備に携わる関係機関等で幅広く
認識を共有して整備計画を推進できるよう「融資のポイン

借入申込者
（社会福祉施設等）

ト（ガイドライン）」を作成し、ホームページにて公表

地方自治体

3者間
認識共有

事業計画の早期段階から融資相談に応じ、利用者ニーズの把握や建物の機能性等について助言を行

地方自治体
福祉医療機構
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うとともに、施設整備に携わる関係機関等で幅広く認識を共有して整備計画を推進できるよう「融資
のポイント（ガイドライン）」を作成するなど利用者サービスを向上



協調融資制度の充実（＃25）

協調融資制度の対象拡大

○ 協調融資制度の対象を拡大するなど制度の充実を図っているか。
○ 協調融資制度の周知を図り、制度の適切な運用を行っているか。

評価の視点

区 分 審査件数 協調融資件数 利用率

H２1年度における制度利用実績（経営資金と社会福祉法人以外を除く）

区 分 審査件数 協調融資件数 利用率

老 人 235件 96件 40.9％

児 童 298件 15件 5.0％

障 害 106件 11件 10.4％

その他 5件 0件 0 0％
老人福祉関係施設

介護保険施設

【 福祉貸付全体 】

H20年度からH19年度

老人福祉関係施設

【 介護保険施設のみ 】

その他 5件 0件 0.0％

合 計 644件 122件 18.9％

障害者福祉関係施設

児童福祉関係施設

その他

介護保険施設

拡大

【児童福祉関係施設、障害者福祉関係施設の特徴】
老人福祉関係施設と比べ、一般的に小規模な施設が多く、また、国等か

らの補助金も手厚いことから、借入比率が低い傾向にある。

［参考］協調融資利用案件（122件）の資金構成割合（総事業費を100とした場合の割合）

総事業費 機 構 協調融資 その他借入 補助金等 自己資金

100.0％ 54.1％ 11.8％ 0.7％ 27.6％ 5.8％

らの補助金も手厚いことから、借入比率が低い傾向にある。

協調融資制度の適切な運用

制度周知
○ 行政担当者説明会にて制度説明
○ 市町村・補助内示事業者へ制度に関する

パ トを配布

72

機関 177 197 212 244

機関

255

機関

覚書締結金融機関数の推移

平成20年度から対象範囲を福祉貸付全体に拡大し 引き続き 制度周知や覚書締結金融機関の

パンフレットを配布

覚書締結金融
機関の拡大

○ 受託金融機関（代理貸付）等への覚書締結
案内の送付 [参考]受託金融機関353機関

機関 177

機関 機関 機関 機関 機関

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

平成20年度から対象範囲を福祉貸付全体に拡大し、引き続き、制度周知や覚書締結金融機関の
拡大を図り民間資金の活用を促進
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（参考）協調融資制度の概要

福祉医療機構と民間金融機関が連携して融資を行うことで、社会福祉法人が民間金融機関から
の資金調達を 円滑に行えるようにすることを目的として、平成17年度から運用を開始した制度

社会福祉法人が行う施設整備に対し、
機構と覚書締結金融機関が併せて融資
を行う制度

協調融資制度のスキーム

協調融資
とは

（融資条件等は、各々の基準で決定）お客さま
（社会福祉法人）

対象
となる事業

社会福祉法人が行う、福祉貸付の対象と
なる整備事業が対象

情報交換

となる事業 なる整備事業が対象

制度利用の

○覚書締結金融機関が融資相談に積極的
に対応覚書締結情報交換

福祉医療機構

制度利用の
メリット

に対応
○基本財産を担保提供する場合の所轄庁

承認が不要

機構から覚書締結金融機関に対して参考資料等の提供を行うとともに お客さまからの承諾を

金融機関

機構から覚書締結金融機関に対して参考資料等の提供を行うとともに、お客さまからの承諾を
いただいた上で、貸付けに関する情報を互いに交換することにより、スムーズな審査を実施

◆医療貸付事業においては従前から民間金融機関と連携した融資実績あり◆◆医療貸付事業においては従前から民間金融機関と連携した融資実績あり◆
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審査・資金交付業務の事務処理期間短縮（＃26）

○ 審査業務の平均処理期間については、特殊異例な案件を除き、中期計画を達成して
いるか。（中期計画：平均処理期間75日以内）

○ 資金交付業務の平均処理期間については、請求内容の不備が著しいもの等を除き、
中期計画を達成しているか。（中期計画：請求後15営業日以内）

評価の視点

50日

60日

審査処理期間の推移（H17～H21）審査処理期間の短縮
第２期

（設定根拠）次の事業の需要増を勘案し目標を設定

[目標]75日以内
第１期

56日 51日

32日 35日 38日

10日

20日

30日

40日

（設定根拠）次の事業の需要増を勘案し目標を設定
○ 待機児童解消に伴う保育所等の整備
○ 障害者の就労支援に対する施設整備

中期計画達成[実績]38日 0日

10日

H17 H18 H19 H20 H21

≪保育所の緊急整備を促進≫
保育所整備に係る審査に当た ては 平成21年9月審査分から書面による審査を導入し 審査業務の効率化を図り

資金交付処理期間の短縮

保育所整備に係る審査に当たっては、平成21年9月審査分から書面による審査を導入し、審査業務の効率化を図り、
保育所の緊急整備を促進（実績157件、88億円）

融資制度の積極的な周知や個別相談の実施等を実施し 事務手続きの迅速化を図るなど利用者

資金交付した1,148件すべてにおいて、請求後15営業日以内
に資金交付を実施

中期計画達成

融資制度の積極的な周知や個別相談の実施等を実施し、事務手続きの迅速化を図るなど利用者
サービスを向上
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■ 医療貸付事業■ 医療貸付事業

国の医療政策に即して民間の医療施設等の整備に対し長期・固定・低利の資金を提供すること等

【事業の概要】
国の医療政策に即して民間の医療施設等の整備に対し長期 固定 低利の資金を提供すること等

により、医療サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備を支援

国民皆保険と相俟って「誰でも、いつでも、どこでも」医療を受け

（1）医療政策の課題

られる体制を維持するためには、医療の進歩に対応して、医療施設等

の整備・更新を継続的に行うことが不可欠

（2）政策融資の必要性

医療法人は、厳しい財政状況の中で収入（診療報酬等）が抑制され、

また、財政基盤が脆弱であり、施設の新設や概ね30年ごとに施設の

改築を行うためには、長期・固定・低利による政策融資が必要

（3）医療貸付事業の融資の方針

国の施策に即して医療施設等の整備を支援するため、政策優先度の

高い施設整備や、資金調達が難しい施設整備に対して融資条件を優遇

し政策融資を実施

（3）医療貸付事業の融資の方針

［病院］ ［介護老人保健施設］
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２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業）

Ｐ31～38

【評価項目6】

自己評定 S

評価シート

福祉 療貸付事業（ 療貸付事業）
自己評定 S

【評価項目6の総括】

平成21年度においては、経済情勢の急激な悪化等により一時的に資金不足が生じている医療機
関に対する経営安定化資金、医療施設の耐震化整備、さらに、出産育児一時金等の直接支払制度の
実施に伴い一時的な資金不足となる産科医療機関等する経営安定化資金について 融資条件の優遇実施に伴い一時的な資金不足となる産科医療機関等する経営安定化資金について、融資条件の優遇
措置を講じ機動的な融資を実施するなど、政策融資の果たすべき役割に関する年度計画を大幅に上
回る実績を上げ、地域における医療機関等の安定的な経営を支援することができた。

■医療貸付事業の実績（#27）
○ 国の医療政策と密接に連携し、医療計画に基づく医療機関の整備、医療機関の機能分化及び連

携、介護保険事業計画に基づく介護老人保健施設の整備等に対し重点的に融資

■医療貸付事業に係る政策適合性（#28 32 33）■医療貸付事業に係る政策適合性（#28､32､33）
○ 政府において策定された「経済危機対策」の一環として、一時的に資金不足が生じている医療

機関に対する経営安定化資金や医療施設の耐震化整備などに対して融資条件の優遇措置を講じ
機動的な融資を実施

○ 出産育児 時金等の直接支払制度の実施に伴い 時的な資金不足となる産科医療機関等に対○ 出産育児一時金等の直接支払制度の実施に伴い、一時的な資金不足となる産科医療機関等に対
する経営安定化資金について優遇措置を講じ機動的な融資を実施

■審査・資金交付業務の事務処理期間短縮（#35）
○ 中期計画に定める目標期間内で事務処理を行い目標を達成するとともに、利用者サービスの向

上に寄与
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医療貸付事業の実績（＃27）

区 分 審査件数 審査金額

病院 266件 96 353百万円

平成21年度度審査実績

1,400 
（単位：億円）

［参考］貸付審査状況推移（金額ベース）

病院 266件 96,353百万円

診療所 501件 9,895百万円

介護老人保健施設 65件 17,107百万円
1,000 

1,200 

合計
1,364

合計
1,234

その他 4件 92百万円

合 計 836件 123,447百万円

金額

600 

800 病院
合計

1,125

合計
881

合計診療所

病院
31 8

老健
7.8
% 診療所

老健
13.9

%

金額ベース件数ベース

200 

400 

老健

合計
653

診療所

31.8
%

診療所
59.9

%

病院
78.1

%

8.0
% 0 

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

病院 816 734 590 459 964

診療所 94 70 57 41 99

国の医療政策と密接に連携し、医療計画に基づく医療機関の整備、医療機関の機能分化及び連携、

% 老健 444 321 232 153 171

その他 10 0 2 0 1

国の医療政策と密接に連携し、医療計画に基づく医療機関の整備、医療機関の機能分化及び連携、
介護保険事業計画に基づく介護老人保健施設の整備等に対し重点的に融資
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医療貸付事業に係る政策適合性（＃28､32､33）

政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等を受けて、政策融資として災害復旧、制度
改正、金融環境の変化に伴う経営悪化等への緊急措置に臨機応変に対応しているか。

特に、療養病床の再編を推進するため、福祉貸付事業と連携し、転換の受け皿となる施設の
優先的整備を進めているか。

評価の視点

緊急的な経営資金緊急的な経営資金 制度見直しへの対応制度見直しへの対応

医療施設の安定経営を支援
出産育児一時金の制度見

直しに伴う経営安定化資金

≪≪医療機関を取巻く現状と課題医療機関を取巻く現状と課題≫≫

耐震化整備耐震化整備 介護基盤の緊急整備介護基盤の緊急整備

医療施設の安定経営を支援 直しに伴う経営安定化資金

民間金融機関の 診療報酬のマイナス

医療施設の耐震化を推進 介護サービス基盤の整備
を推進

民間金融機関の
貸出態度が悪化

○金融環境の変化
○収益性の低さ

診療報酬のマイナス
改定で経営体力低下

内部蓄積された
資金が流出

医療の機能分化の推進医療の機能分化の推進 中小規模病院への融資中小規模病院への融資

地域医療支援病院、臨
床研修指定病院等へ融資

財政基盤が脆弱な200
床未満の病院の整備を推進

老朽化への対応
耐震化整備の遅れ

病院の43.8％が
未だ耐震対策不十分

民間病院の
経営危機

救急搬送患者数の約６割
を民間病院で受入れ

【医療の危機】

病院・診療所の不足地域

療養病床転換を推進療養病床転換を推進 病床不足地域の整備促進病床不足地域の整備促進

療養病床から介護老健
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病院 診療所の不足地域
における施設整備を促進

療養病床から介護老健
等への円滑な転換を推進



医療貸付における融資の特徴

国の医療政策に即して民間の医療施設等の整備に対し長期・固定・低利の資金を提供すること等に
より、医療サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備に貢献

区 分

平成２０年度 平成２１年度

件数 金額 件数 金額
割合 割合

近代化 9 86 10 9% 4 48 4 1%

医療貸付事業における政策融資の状況（受理）

経営安定化経営安定化7 0%7 0%

その他その他2.1%2.1%その他その他6.2%6.2%
近代化 9 86 10.9% 4 48 4.1%

特定病院 29 410 52.0% 11 190 16.2%

耐震化 0 0 0.0% 18 261 22.2%

医療計画 79 65 8.2% 88 63 5.4% 療養転換療養転換3.9%3.9%

経営安定化経営安定化38.1%38.1%

経営安定化経営安定化7.0%7.0%

福祉計画福祉計画11.8%11.8%

療養転換 9 31 3.9% 9 42 3.6%

介護基盤 0 0 0.0% 7 27 2.3%

介護老健 17 93 11.8% 11 72 6.1%

医療計画医療計画8.2%8.2%

療養転換療養転換3.6%3.6%
介護基盤介護基盤2.3%2.3%

介護老健介護老健6.1%6.1%

経営安定化 153 55 7.0% 677 448 38.1%

その他 33 49 6.2% 31 25 2.1%

合 計 329 789 100.0% 856 1,175 100.0%

※略称の説明

特定病院特定病院52.0%52.0%

耐震化耐震化22.2%22.2%

医療計画医療計画5.4%5.4%

※略称の説明
○近代化⇒医療施設近代化施設整備事業による建築資金
○特定病院⇒地域医療支援病院等の建築資金（特定病院）
○耐震化⇒耐震化整備事業に係る建築資金
○医療計画⇒医療計画の推進（新築・甲改）
○療養転換⇒療養病床転換に伴う建築資金 近代化近代化10.9%10.9%

近代化近代化4 1%4 1%

特定病院特定病院16.2%16.2%

平成20年度 平成21年度
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○介護基盤⇒介護基盤の緊急整備に係る建築資金
○介護老健⇒地域福祉計画の推進（老健の新築）
○経営安定化⇒経営安定化資金（経済・一時金等）

近代化近代化4.1%4.1%



経済危機対策に伴う優遇措置

政府において策定された「経済危機対策」の一環として、一時的に資金不足が生じている医療機関に対する
経営安定化資金や医療施設の耐震化整備などに対して融資条件の優遇措置を講じ機動的な融資を実施

◆緊急的な経営資金 ◆
≪医療施設の安定経営を支援≫

経済危機対策に伴う優遇措置の概要

◆耐震化整備 ◆
≪医療施設の耐震化を推進≫

[支援]
≪医療施設の安定経営を支援≫

○ 最優遇金利を適用（財投イコール）
○ 償還期間の延長（7年⇒10年）
○ 担保要件の緩和（2名⇒1名）

≪医療施設の耐震化を推進≫
○ 融資率の引上げ（一律90%）
○ 最優遇金利を適用（財投イコール※）
※災害拠点病院等の場合財投▲0.5%(当初5年間)

○ 貸付限度額拡大（総事業費－交付金）

[支援]

505件
40,442百万円

○ 保証人要件緩和（2名⇒1名）

護基盤 急整

18件
26,091百万円

○ 融資率の引上げ（一律90%）
○ 最優遇金利を適用（財投イコール）

◆介護基盤の緊急整備 ◆
≪介護サービス基盤の整備を推進≫

○ 融資率の引上げ（一律90%）
○ 貸付利率の引下げ（財投▲0.5%※）

◆地域医療計画に基づく整備 ◆
≪地域医療再生計画に基づく体制整備を支援≫

が

○ 貸付限度額拡大（総事業費－交付金）
○ 保証人要件緩和（2名⇒1名）

※当初5年間

○ 保証人要件緩和（2名⇒1名）[支援]
5件

1,591百万円

政策融資の果たすべき役割を踏まえ、政府が打ち出した「経済危機対策」の一環として、融資
条件の優遇措置を講じた融資を実施し、地域における医療施設の安定的な経営を支援
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経営安定化資金による支援

政府において策定された「経済危機対策」の一環として経営安定化資金
や出産育児一時金の直接支払制度の実施に伴う経営安定化資金の機動的な
融資により、地域における医療機関等の安定的な経営を支援

671件
44,689百万円

≪≪地域における医療機関を取り巻く現状地域における医療機関を取り巻く現状≫≫

迅速か 適切な融資 融資条件を優遇

経済情勢の悪化による経営環境の変化 出産育児一時金の直接支払制度の実施

◆経営安定化資金による医療施設の支援◆◆経営安定化資金による医療施設の支援◆

支援迅速かつ適切な融資 融資条件を優遇

経済情勢の悪化に伴う経営安定化資金 出産育児一時金の制度見直しに伴う経営安定化資金

経済情勢の悪化による経営環境の経済情勢の悪化による経営環境の
変化により、一時的に資金不足を生変化により、一時的に資金不足を生

療機関等 経営 安定化療機関等 経営 安定化

出産育児一時金等の直接支払制度出産育児一時金等の直接支払制度
の実施に伴い入の実施に伴い入 金が遅れること金が遅れること

よ 時的な資金 対よ 時的な資金 対
505件 166件

じている医療機関等の経営の安定化じている医療機関等の経営の安定化
を図るための運転資金を融資を図るための運転資金を融資

による一時的な資金不足に対してによる一時的な資金不足に対して
運転資金（つなぎ資金）を融資運転資金（つなぎ資金）を融資

40,442百万円 4,247百万円

医療機関を取り巻く制度改正や金融環境の変化に伴う経営悪化への対応に臨機応変に対応し 医療
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医療機関を取り巻く制度改正や金融環境の変化に伴う経営悪化への対応に臨機応変に対応し、医療
機関等における一時的な資金不足を支援することにより、経営の安定化を支援



◆病院の施設整備に対する融資（43件）の特徴◆（＃28､32､33）

特定以外

特定病院に対する融資実績
特定病院 特定病院以外 合 計

医療の機能分化の推進 ≪特定病院に対して優遇融資を実施≫

特定以外
11.6%

特定病院

38件 5件 43件

88.4
%

88.4％ 11.6％ 100.0％

特定病院の種類特定病院の種類特定病院の種類特定病院の種類

① 法人の開設する病院であって、次に掲げる病院
ア 地域医療支援病院
イ 医育機関附属の病院（大学病院）
ウ 臨床研修指定病院ウ 臨床研修指定病院
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく指定病院で精神病床200床以上の病院
オ 医師会が開設する病床数100床以上の開放型病院
カ 都道府県が作成した医療計画に名称が記載されている急性期及び専門診療等を担う病院のうち病床数100

床以上の病院

厚生労働省が策定した「医療提供体制の改革ビジョン」の推進に貢献するため、医療の機能分化

床以上の病院
② 療養病床を有する病院
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の観点から「融資限度額に特例を適用」し、特定病院の整備を支援



中小規模病院に対する融資
中小規模病院に対する融資実績

200床未満 200床以上 合 計

27件 16件 43件

62.8％ 37.2％ 100.0％

200床
以上
37.2

% 200床62.8％ 37.2％ 100.0％

200床未満の中小規模病院は、財政基盤が脆弱で資金調達に困難を伴う
傾向があることから、「融資率を優遇（90％適用）」し、医療の進歩等に
対応した施設の整備・更新を推進

200床
未満
62.8

%

区 分 不足地域 充足地域 合 計

不足地域における施設整備
不足地域・充足地域別融資実績

区 分 不足地域 充足地域 合 計

病院・診療所 94件 37件 131件

（構成割合） 71.8％ 28.2％ 100.0％

充足地域
28.2

%
不足地域

71.8
%%

国民に良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、
病院及び診療所の不足地域における施設整備に対し、「優遇金利を適用」
し、都道府県医療計画に即した施設整備の促進に寄与

療養病床転換に対する融資

療養病床から介護老人保健施設等への円滑な転換を推進するため、貸付条件の優遇及び一時的な資金繰り資金（経
営安定化資金）等の支援策を実施（平成21年度実績 13件 923床の療養病床転換）
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営安定化資金）等の支援策を実施（平成21年度実績：13件、923床の療養病床転換）



（参考）利用者のニーズに即した迅速かつ適切な優遇融資の実施
◆経済情勢の悪化に伴う経営環境の変化に対応（平成21年度に実施） ◆

経済情勢の悪化に伴う経営安定化資金

国の「安心実現のための緊急総合対策」を

≪平成20年10月≫
国の「経済危機対策」及び施設経営者からの

≪平成21年4月≫
国の経済対策や施設経

※※利用者の要望等に対応し緊急的に優遇融資を実施利用者の要望等に対応し緊急的に優遇融資を実施

◆経済情勢の悪化に伴う経営環境の変化に対応（平成21年度に実施） ◆

融資限度額 １億円

貸付金利 財政融資資金と同率

償還期間 ７年以内（据置1年）

踏まえ、優遇融資により病院等の経営を支援

（病院の場合）

融資限度額 7.2億円

貸付金利 財政融資資金と同率

償 年 内（据 年）

（病院の場合）

要望等を踏まえ、更なる優遇融資を実施 営者からの要望等に臨機
応変に対応し、優遇措置
を講じた上で、緊急的な
融資を実施することによ
り、地域における病院等償還期間 ７年以内（据置1年）

保証人 ２名以上

償還期間 10年以内（据置1年）

保証人 １名以上

り、地域における病院等
の安定的な経営を支援

出産育児一時金の制度見直しに伴う経営安定化資金 ※※通常の予算要求スキームによらず緊急的に優遇融資実施通常の予算要求スキームによらず緊急的に優遇融資実施

貸付金利 1.6%※

一時的な資金不足に対し
運転資金を融資

（病院の場合）

≪平成21年6月≫

貸付金利 1.1%※

利用者の要望を踏まえて、
更なる優遇措置を実施

（病院の場合）

≪平成21年10月≫

貸付金利 0.8%

（病院の場合）

≪平成22年4月≫

制度変更の実施に伴う
一時的な資金不足に対し
て、施設経営者からの要
望等に柔軟かつ迅速に対

利用者の要望を踏まえて、
更なる優遇措置を実施

貸付金利 1.6%※

保証人 1名以上

無担保融資 1,000万円

貸付金利 1.1%※

保証人 1名以上

無担保融資 3,000万円

貸付金利 0.8%

保証人 １名以上※

無担保融資 限度額廃止

望等に柔軟かつ迅速に対
応し、産科医療機関等の
安定的な経営を支援

※金利を0.2％上乗せで保証人を免除※平成20年6月以前は財政融資資金の借入
金利に0.5%を上乗せした金利

※調達方法の見直しにより、貸付金利を
引下げ

個人保証の免除

平成21年度において、利用者等からの要望等を踏まえ、当機構において保証人のあり方について検討を行い、国と

※※利用者の要望等に対応し個人保証を要しない制度を創設利用者の要望等に対応し個人保証を要しない制度を創設

◆利用者の利便性の向上を図るために改善（平成22年度から実施）◆
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協議のうえ、平成22年度から借入申込者が希望した場合、貸付利率に一定の上乗せ（オンコスト）を行うことで、個
人保証を要しない融資制度を新たに創設し、利用者サービスの向上を図った。（オンコスト利率0.2％）



審査・資金交付業務の事務処理期間短縮（＃35）

○ 審査業務の平均処理期間については、特殊異例な案件を除き、中期計画を達成して
いるか。（中期計画：平均処理期間４５日以内）

○ 資金交付業務の平均処理期間については、請求内容の不備が著しいもの等を除き、
中期計画を達成しているか。（中期計画：請求後１５営業日以内）

評価の視点

45日

【参考】審査処理期間の推移（H17～H21）審査処理期間の短縮

[目標]45日以内 第２期第１期

41日 41日 39日 38日
33日15日

30日

[目標]45日以内

0日

H17 H18 H19 H20 H21

中期計画達成[実績]33日

資金交付処理期間の短縮

資金交付した1 019件すべてにおいて 請求後１５営業日以内

融資制度の積極的な周知や個別相談の実施等を実施し 事務手続きの迅速化を図るなど利用者

資金交付した1,019件すべてにおいて、請求後１５営業日以内
に資金交付を実施 中期計画達成

融資制度の積極的な周知や個別相談の実施等を実施し、事務手続きの迅速化を図るなど利用者
サービスを向上
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３ 福祉医療貸付事業（債権管理）

Ｐ39～45

【評価項目7】

自己評定 Ｂ

評価シート

福祉 療貸付事業（債権 ）
自己評定 Ｂ

【評価項目７の総括】

■新規融資額の縮減（#37）
貸付対象の重点化、融資率の引下げ及び協調融資制度の対象の拡大等により新規融

資額を縮減

■利差益の確保（#38）
安定的な事業運営を図る観点から、新規契約分の利差額の状況を適切に把握し利差

益を確保（金利差0.044％、利差額36百万円）

■貸付対象等の見直し（#39）
政策優先度の高い事業に対し優遇措置を講じ、効率的な政策融資を実施

■リスク管理債権比率（#43）
リスク管理債権比率については2.49％となり、目標（1.56％）は達成できなかっ

たものの、前年度より▲0.48％減少
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新規融資額の縮減（＃37）

福祉医療貸付事業の新規融資額の縮減に関する中期目標を達成しているか。
（中期目標：平成１７年度の新規融資額の実績と比べて２０％程度縮減）

評価の視点

福祉医療貸付事業の新規融資額の縮減に対する取組状況

区 分
Ｈ17年度
（基準）

Ｈ21年度 Ｈ24年度
（目標）計画 実績

金 額
（億円）

4,026 3,237 1,846 3,220

平成21年度における重点化

政策優先度に即した効果的かつ効率的な政策融資を
福祉

（単位：億円）

（億円）

節減率
（％）

－ ▲19.6 ▲54.1 ▲20.0

実施するため、福祉貸付事業における融資方針を策定
し、補助採択事業に対して優先的に融資

福祉
貸付

医療貸付に係る病院融資の基本方針（ガイドライン）
医療％

度重なる介護報酬・診療報酬の引下げ及び施設整備に対する補度重なる介護報酬・診療報酬の引下げ及び施設整備に対する補
助制度の変更等の影響により 新規の設備投資等が手控えられた助制度の変更等の影響により 新規の設備投資等が手控えられた

療貸付 係 病院融資 本方針（ ド ）
を適用し、4疾病5事業等の政策優先度の高い地域医療
を実施する病院等に対し重点的に融資

医療
貸付

17比▲20％
▲806億円

4,026 

3,237 

1,846 

3,220 

助制度の変更等の影響により、新規の設備投資等が手控えられた助制度の変更等の影響により、新規の設備投資等が手控えられた
ことにより、予算に対して大幅に減少しているものと思われる。ことにより、予算に対して大幅に減少しているものと思われる。

また、平成また、平成2222年度以降においては、施設の耐震化の推進及び年度以降においては、施設の耐震化の推進及び
老朽化に伴う建替需要等が見込まれることから新規融資額は増額老朽化に伴う建替需要等が見込まれることから新規融資額は増額
するものと思われる。するものと思われる。

17実績 21予算 21実績 24目標

貸付対象の重点化 融資率の引下げ及び協調融資制度の対象の拡大等により新規融資額を縮減

なお、新規融資額の縮減に対する取組みついては、福祉医療政なお、新規融資額の縮減に対する取組みついては、福祉医療政
策上、必要な施設整備に支障がないよう配慮し実施しており、貸策上、必要な施設整備に支障がないよう配慮し実施しており、貸
し渋り等はありません。し渋り等はありません。

貸付対象の重点化、融資率の引下げ及び協調融資制度の対象の拡大等により新規融資額を縮減
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利差益の確保（＃38）

新規貸付契約平均利率と新規調達平均利率との比較において、利差益の確保に関する中期目
標を達成しているか。（中期目標：利差額を確保すること。）

なお、貸付金利の設定において、政策の変更、緊急措置等やむを得ない事情により国が認め
たものを控除する。

評価の視点

安定的な事業運営を図る観点から、新規契約分の利差額の状況を適切に
把握し利差益を確保 ⇒ 金利差0.044％ 利差額36百万円

中期計画達成

貸付対象等の見直し（＃39）

政策融資としての機能を毎年点検し、政策優先度に応じて、貸付対象等を見直す等事
業の効率化を進めているか評価の視点 業の効率化を進めているか。評価の視点

■ 保育所・放課後学童クラブの整備事業

福祉貸付（主なもの） 医療貸付（主なもの）

■ 経済情勢の悪化に伴う経営安定化資金

貸付条件優遇

高い

≪政策優先度≫

■ 自立援助ホームの整備事業
■ 経済情勢の悪化に伴う経営資金
■ アスベスト対策事業
■ 障害者自立支援法の施行に伴うつなぎ資金等

■ 出産一時金の制度見直しに伴う経営安定化資金
■ 地域医療再生計画に基づく整備事業
■ 耐震化整備事業
■ アスベスト対策事業

≪政策優先度≫

低い ■ 基盤整備促進法に基づく整備事業（WAC事業） ■ 500床以上の病院の管理部門

貸付条件引下げ等

政策優先度の高い事業に対し優遇措置を講じ、効率的な政策融資を実施
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福祉医療貸付事業における適切な債権管理（＃40､41､42）

○継続的に貸付先の経営情報を収集し、リスク管理債権等の傾向分析を行っているか。
○福祉医療経営指導事業等との連携の強化により、債権悪化の未然防止に取組んでいるか。
○債権区分別に適切な管理を行っているか。
○発生要因別分析等を行い貸付関係部にフィードバックし、リスク管理債権の抑制を図っているか。

評価の視点

平成21年度における取組み

リスク管理
債権

傾向分析

≪≪リスク管理債権に関する対応状況リスク管理債権に関する対応状況≫≫

リスク管理債権の傾向分析

○貸付関係部と経営支援室が連携し貸付先のフォローを実施○貸付関係部と経営支援室が連携し貸付先のフォローを実施
（（3333貸付先）貸付先）

債権悪化の
未然防止

の傾向分析

債権区分別
福祉貸付部
医療貸付部

≪連携≫
債権悪化の未然防止

（（3333貸付先）貸付先）
○平成○平成2121年度に発生したリスク管理債権要因分析（年度に発生したリスク管理債権要因分析（3535施設）施設）

○貸付関係部と経営支援室からなる「貸付 管理 経営支援連絡会」○貸付関係部と経営支援室からなる「貸付 管理 経営支援連絡会」 未然防止

リスク

の
適切な管理

医療貸付部
管理部

経営支援室

リスク管理債権の抑制

○貸付関係部と経営支援室からなる「貸付・管理・経営支援連絡会」○貸付関係部と経営支援室からなる「貸付・管理・経営支援連絡会」
において未然防止策を策定において未然防止策を策定

○リスク管理債権増加要因等の情報を貸付関係部にフィードバック○リスク管理債権増加要因等の情報を貸付関係部にフィードバック

※※福祉医療経営指導事業等との連携強化の詳細はＰ福祉医療経営指導事業等との連携強化の詳細はＰ5252のとおりのとおり

≪≪ご返済相談窓口を設置ご返済相談窓口を設置≫≫

リスク
管理債権
の抑制

権 適 管

○リスク管理債権増加要因等の情報を貸付関係部にフィードバック○リスク管理債権増加要因等の情報を貸付関係部にフィードバック
○従来の年賦償還又は３か月賦償還から月賦償還へ誘導することに○従来の年賦償還又は３か月賦償還から月賦償還へ誘導することによよ

り貸付先の危険度の早期察知、早期ヒアリングを実施り貸付先の危険度の早期察知、早期ヒアリングを実施
（平成（平成2121年年44月から開始）月から開始）

債権区分別の適切な管理
「中小企業金融円
滑化法」を踏まえ
相談窓口を設置
(相談実績58件)

○役員の出席する貸出条件緩和検討会等（○役員の出席する貸出条件緩和検討会等（66回開催）において適正な回開催）において適正な
審査を実施（審査を実施（5252貸付先）貸付先）

○金融検査マニュアルに沿った自己査定を実施し、改善計画及び再生○金融検査マニュアルに沿った自己査定を実施し、改善計画及び再生
計画どおりの実績が認められるものをリスク管理債権から除外計画どおりの実績が認められるものをリスク管理債権から除外
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計画どおりの実績が認められるものをリスク管理債権から除外計画どおりの実績が認められるものをリスク管理債権から除外
○必要な法的措置を実施（○必要な法的措置を実施（1515貸付先）貸付先）



（参考）福祉医療貸付事業・福祉医療経営指導事業・債権管理部門との連携強化

福祉医療貸付事業

経営指標の提供 相談・審査

事業計画

事業規模

リスク管理債権に伴う
情報のフィードバック

【情報提供】
個別の貸付先への

資金計画

経営指標の提供
（与信判断の基礎） 保証人 担保

個別 貸付先
フォロー

機構独自のＤＢ
デ タの蓄積

債権管理部門福祉医療経営指導事業

事業報告書

リスク債権

保証人 担保

延滞事例経営指標
（ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ）

機能性

安定性 生産性

費用適正性 収益率 過去データ

データの蓄積

債権管理部門福祉医療経営指導事業

■債権管理部門から福祉医療貸付事業へのフィードバック（主なもの）■

項 目 福祉医療貸付事業へのフィードバックの内容

経営指標の提供
（債権劣化予兆指標）

項 目 福祉医療貸付事業へのフィ ドバックの内容

○職員の不足・人件費の増加 医師・看護師・介護職員等の従事者の確保が十分可能であるか審査すること。

○利用者の低迷 施設がフル稼働するまでの運転資金が十分に確保されているか審査すること。

○複数施設運営による法人全体の体力低下 融資対象施設だけではなく貸付先全体の経営状況を審査すること。

福祉医療貸付事業と福祉医療経営指導事業の連携を強化し 度重なる制度改定で経営環境が悪化し

○財務格付の低い貸付先 デフォルト率が高くなっているため慎重な相談・審査が必要であること。

○危険域貸付先の早期発見 新規融資について元利金の償還方法を３か月賦又は月賦償還を推奨すること。

福祉医療貸付事業と福祉医療経営指導事業の連携を強化し、度重なる制度改定で経営環境が悪化し
ている福祉施設や医療施設に対して、適切な債権管理を実施
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リスク管理債権比率（＃43）

中期目標期間中における貸付残高に対するリスク管理債権の額の比率を第１期中期目標期間
中の比率の平均（1.56％）を上回らないように努めているか。

なお、介護報酬及び診療報酬の大幅改定等に伴う福祉施設及び医療施設の経営環境の著しい
悪化、療養病床の転換支援策による機構貸付金の償還期間の延長、貸付先からの繰上償還等に
より機構の貸付残高の著しい変動が生じた場合等は その事情を考慮する

評価の視点

より機構の貸付残高の著しい変動が生じた場合等は、その事情を考慮する。

区 分 Ｈ21年3月末 Ｈ22年3月末 差 引

［目標］1 56％
（設定根拠）

◇ 平成21年度実績 ◇

リスク管理債権比率 2.97％ 2.49％ ▲0.48％

破綻先債権 0.24％ 0.21％ ▲0.03%

６か月以上延滞債権 1.10％ 0.82％ ▲0.28％

３か月以上延滞債権 0.14％ 0.09％ ▲0.05％

［目標］1.56％
（設定根拠）

第１期実績の平均

貸出条件緩和債権 1.49％ 1.37％ ▲0.12％

リスク管理債権 962億円 782億円 ▲180億円

総貸付残高 3兆2,423億円 3兆1,452億円 ▲970億円

リスク管理債権額の推移 総貸付残高の推移

※リスク管理債権額の減少（▲180億円）

［実績］2.49％（前年度▲0.48％）

リスク管理債権額の推移 総貸付残高の推移

1.53% 1.50% 1.53% 1.50%

2.02%

2.97%

2.49%

前年度▲0.48％

目標1.56％ライン

468

億円

475

億円

511

億円
423

億円

512

億円

683

億円

962

億円
782

億円

% 1.50% %

1.23%

1.50%

3兆

662

億円

3兆

1,764

億円

3兆

3,418

億円

3兆

4,356

億円

3兆

4,210

億円

3兆

3,746

億円

3兆

2,423

億円

3兆

1,452

億円

億円 億円 億円
億円

億円

15.10 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 15.10 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3
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（参考）医療・介護施設を取り巻く経営環境

主な施設における利益率の推移

１．累次のマイナス報酬改定等により、医療・１．累次のマイナス報酬改定等により、医療・
介護施設を取り巻く経営環境は、引き続き厳介護施設を取り巻く経営環境は、引き続き厳
しいしい

２．民間金融機関の貸出態度は、２．民間金融機関の貸出態度は、2121年年33月を底月を底
に改善への動きがみられるものの、水面下かに改善への動きがみられるものの、水面下か
ら脱出しておらず引き続き資金繰りが厳しいら脱出しておらず引き続き資金繰りが厳しい

日銀短観による貸出態度と機構のリスク管理債権比率

経営体力
低下

資金繰り
に支障

12.8 

11.0 

15.8 

主な施設における利益率の推移

≪≪特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム
（ユニット型）（ユニット型）≫≫

≪≪特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム
（従来型）（従来型）≫≫

観 貸 機 債

2.00

2.50

3.00

3.50

0

5

10

15

20

D.I. リスク管理債権比率（％）

貸出態度
／全産業

貸出態度

7 4 7 2

11.0

9.1 

8.9 8.8 

11.1 

9.3 

7 2 7 1
6.4 

8.6 

9.9 

8.0 

≪≪介護老人保健施設介護老人保健施設≫≫

0.00

0.50

1.00

1.50

.

-20

-15

-10

-5

0

H16.3 Ｈ17.3 Ｈ18.3 Ｈ19.3 Ｈ20.3 Ｈ21.3 Ｈ22.3

／中小企業

福祉医療機構
リスク管理債権比率

2.5 

1.2 
0.8 0.5 0.6 

7.4 7.2 

5.0 5.2 5.3 

7.2 7.1 
6.0 

≪≪一般病院一般病院≫≫

≪≪療養型病院療養型病院≫≫ ３．医師・看護師・介護職員の有効求人倍率の３．医師・看護師・介護職員の有効求人倍率の
改善はみられるものの、引き続き看護師等の改善はみられるものの、引き続き看護師等の
スタッフの確保が厳しいスタッフの確保が厳しい

日本銀行「短観（全国企業短期経済観測調査）」から作成

人員
の不足

H16 H17 H18 H19 H20
（注１）一般病院は医業利益率、介護老人保健施設は事業利益率、特別養護老人ホームは経常収支差額比率の推移
（注２）「病医院の経営分析参考指標」、「介護老人保健施設の経営分析参考指標」、「特別養護老人ホームの経営

分析参考指標」から作成

スタッフの確保が厳しいスタッフの確保が厳しい

職種別有効求人倍率

保健師
助産師
看護師

社会福祉専門
の職業

医師
歯科医師
獣医師
薬剤師

全産業
総計

▲ 1.0 ▲ 0.8

0.19 3.0
（単位：％）

H15 H18

H21

H14 H16 H18 H20
（単位：％）

H22

診療報酬等改定状況 介護報酬改定状況

5.84 
2.37 

1.17 

薬剤師

全産業における有効求人倍率と比較して
福祉医療関係の専門的な人材が不足

不足

人手
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▲ 2.7 ▲ 3.2 ▲ 2.3 ▲ 2.4
0.44 

厚生労働省「職業安定業務統計」より作成（平成22年１月～12月）

人手

充足



◇ 貸出条件緩和の実施 ◇

2.97 

2 49

（単位：億円、%）

リスク管理 条件緩和以外の

福祉医療機構の役割（政策的使命）

貸付先のモニタリング

事業報告書の分析
（毎年１回）

償還状況の管理
（償還期日ごと）

貸出条件緩和を除いたリスク管理債権額

【福祉医療貸付（全体）】

1.50 1.53 
1.23 

1.50 

2.02 

2.49 

1.25 1.48

リスク管理
債権額

債権比率

条件緩和以外の
リスク債権額

リスク債権比率 （毎年１回） （償還期日ごと）

危険域貸付先の抽出（注意を要する貸付先）

475 511
423

512

683

962

782

424
478

0.80 0.66 

0.60 

0.95 
1.48 

1.12 
実地調査・面談等により相談及び支援

貸出条件緩和が
必要である場合

貸出条件緩和が
必要でない場合

423

252 221 206

323
424

352

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

継続的な
フォローを実施

貸出条件緩和債権検討会(役員出席)
（改善計画の妥当性を審議）

2 10 2 16 2 09

2.70 

4.32 3.66

2.25 

（単位：億円、%）

貸出条件緩和を実施
（改善計画の進捗を定期的に確認）

（単位：億円、%）

【福祉貸付】 【医療貸付】

地域 福祉施設や 療施設 維持 存続を支援地域 福祉施設や 療施設 維持 存続を支援

423 454
372

424
534

803

654

206 179 171
262

356
418

293

2.10 2.16 

1.78 

2.09 

1.02 
0.85 0.82 

1.29 

1.80 
1.64

52 57 51 88 149 159 128

0.45 0.46 0.38 
0.63 

1.07 1.15 
0.94

0.40 0.34 0.26 

0.43 0.48 
0.43 

0.46

地域の福祉施設や医療施設の維持・存続を支援地域の福祉施設や医療施設の維持・存続を支援

当機構役員が出席した貸出条件緩和債権検討会において、貸付先
の実情や将来の見通しを考慮したうえで、貸出条件の緩和を行って
おり、当機構としては、こうした柔軟な対応により、経営の立て直
しや福祉施設・医療施設の再生を後押ししていくことは、新たな融

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
47 42 34 61 68 60 58

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

資を行うことと並んで重要な政策的使命と考えている。
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◇ 平成21年度に発生したリスク管理債権の要因分析 ◇

【福祉貸付事業】
14施設 3,534百万円

【医療貸付事業】
21施設 11,071百万円

≪≪分析対象分析対象≫≫※施設整備に係る直接貸付を対象
リスク管理債権が減少した主な要因

2.97%
平成20年度リスク管理債権

962億円 2 97％

累次のマイナス
報酬改定の影響で

経営体力低下

民間金融機関の
貸出態度の悪化で
資金繰りに支障

医師･看護師
･介護職員の不足

医療・介護施設を取り巻く経営環境の悪化
962

億円

782

億円

2.49%

962億円 2.97％

平成21年度リスク管理債権

▲180億円 ▲0.48%

経営体力低下 資金繰りに支障

医療・介護施設における経営上の問題点

億円

平成20年度 平成21年度

要因①：新規案件及び３か月未満延滞債権の増加に歯止め

新規案件

782億円 2.49％

利用者の低迷

収益減で運転
資金 確 難

必要な人員
の確保が困難

経営見通しの甘さ
（過大投資）

病床の
稼 等 響

資金繰り資金
確 難

277

395

165
110 112 66

3か月未満

新規案件

月賦償還への誘導
により、貸付先の
危険度の早期察知、
早期段階でのヒア
リング等の実施の

延滞の主要因 施設数

職員の不足・人件費の増加 7施設

延滞の主要因 施設数

職員の不足・人件費の増加 1施設

資金の確保困難 稼働率等に影響 の確保困難

福祉貸付事業14施設の要因 医療貸付事業21施設の要因

平成19年度 平成20年度 平成21年度

要因②：実地調査による状況把握と必要に応じたアドバイス

財務状況が厳しい貸付先及び施設開設後１年経過先に対し経実地調査に
よる状況把握や必要に応じたアドバイス等によりリスク管理債権化への未

効果

職員の不足 人件費の増加 7施設

利用者の低迷 2施設

複数施設運営による
法人全体の体力低下 6施設

事業費増・借入条件悪化等 1施設

その他
（資金流失､不正請求､内紛） 5施設

職員の不足 人件費の増加 1施設

利用者の低迷 8施設

複数施設運営による
法人全体の体力低下 1施設

事業費増・借入条件悪化等 2施設

その他
（資金流失､不正請求､内紛） 2施設

よる状況把握や必要に応じたアドバイス等によりリスク管理債権化への未
然防止を実施

要因③：金融検査マニュアルに沿った自己査定

金融検査マニュアルに沿って自己査定を行い、改善計画及び再生計画ど
おりの実績が認められるものについては、監査法人の検証を経てリスク管

合 計 21施設合 計 14施設
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（参考） 民間金融機関と機構の連携状況 （参考） 他機関のリスク管理債権比率の推移（Ｈ15～20）

16 0%民間金融機関と福祉医療機構においては 融資相談から

14.0%

16.0%民間金融機関と福祉医療機構においては、融資相談から
債権管理にわたり、次のとおり、情報交換などを行い連携
の強化を図っている。

民間金融機関との連携強化

国民

9.14%
10.0%

12.0%

[社会福祉施設] [医療機関]

支援 ②融資実行
③債権管理

②融資実行
③債権管理

中小

7.76%地銀
6.0%

8.0%

連携
福祉医療機構

民間
金融機関

①情報交換

③債権管理③債権管理

WAM

2.49%

3.82%

2.0%

4.0%長年の融資実績から
蓄積された

審査ノウハウ･豊富なデータ

○診療報酬等の入金状況から
経営状況を把握

○地域に密着した情報の入手

①融資相談・審査、債権管理（情報交換）①融資相談・審査、債権管理（情報交換）

②融資実行（協調融資）②融資実行（協調融資）

H16.3 H17.3 H18.3 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3

WAM 1.50% 1.53% 1.23% 1.50% 2.02% 2.97% 2.49%

国民 10 38% 8 91% 9 13% 9 77% 10 20% 7 19% 9 14%

都銀 1.78%
0.0%民間金融機関の

資金力を積極的に活用

○福祉医療機構の審査決定を
与信力に活用

○リスクヘッジ

②融資実行（協調融資）②融資実行（協調融資）

③債権管理（経営が悪化した場合）③債権管理（経営が悪化した場合）
国民 10.38% 8.91% 9.13% 9.77% 10.20% 7.19% 9.14%

中小 8.27% 14.02% 13.65% 15.07% 14.75% 12.28% 7.76%

都銀 5.66% 3.17% 1.93% 1.68% 1.55% 1.78%

地銀 6.89% 5.52% 4.49% 3.98% 3.70% 3.28%

※ 福祉医療機構のリスク管理債権比率は福祉医療貸付事業に係る比率
※ 中小企業金融公庫は平成16年に自己査定基準を変更

福祉医療機構における福祉医療に関する専門的な知識や
行政との密接な連携関係を活用のうえ、

民間金融機関と連携し、貸出条件の緩和等の積極的な支援を実施

民間金融機関との連携強化により、福祉医療機構の持つノウ

未公表

未公表

※ 中小企業金融公庫は平成16年に自己査定基準を変更
※ 各政府系金融機関及び金融庁のホームページから情報収集
※ 日本政策金融公庫（中小企業事業）及び日本政策金融公庫（国民生活事業）は平成

20年度に自己査定の見直しを実施
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ハウ・データ、行政とのパイプを十分に活用することにより、
地域における社会福祉施設や医療機関等の安定的な経営を支援



■ 福祉医療経営指導事業■ 福祉医療経営指導事業

融資を通じて蓄積した豊富なデータを活用し、福祉施設、医療施設の安定経営を支援するため、

【事業の概要】

経営診断・指導を実施

集団経営指導（セミナー） 個別経営診断・指導

経営者等を対象に施設経営者、学識経験者等を
講師としてセミナー方式で経営指導

融資業務を通じて蓄積した豊富なデータ※に基
づき、各種の経営診断を実施

実地調査を 実際に施設へ行き、問題点■セミナーのポイント■ 実地調査を
伴う経営診断

簡易経営診断

実際に施設 行き、問題点
及び改善策を提示

３か年の決算書等を基に、同種
・同規模の施設と比較し診断

１か年の決算書等を基に速やか
に診断

■セミナ のポイント■

施設形態にあわせた
セミナーを実施

制度や実践に精通した
専門家が講演

機構が保有する 機構融資に関する

経営分析診断
実績

1,273件

平成21年度は、17回の
セミナーを開催し、延べ

簡易経営診断
に診断

施設名
機構経営指標有効

データ数
（参考）

全国施設数

経営データを解説 質問・相談の受付け

※蓄積した豊富データ

3,421人の方々が参加 特別養護老人ホーム 3,497 6,015

ケアハウス 1,116 1,835

病 院 1,695 8,794

介護老人保健施設 1 546 3 500

・特別養護老人ホーム経営セミナー
・保育所経営セミナー
・施設開設・経営実務セミナー 等

［セミナー開催風景］

介護老人保健施設 1,546 3,500

（注）全国施設数については、厚生労働省「平成20年介護サービス施設・事業所調査」「平成
20年社会福祉施設等調査」「平成20年医療施設（動態）調査」を基に作成
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４ 福祉医療経営指導事業

Ｐ46～51

【評価項目8】

自己評定 Ａ

評価シート

福祉 療 導事業
自己評定 Ａ

【評価項目８の総括】

■集団経営指導（セミナー）の開催実績（#44）
○ 積極的なＰＲ活動や利用者ニーズに即したカリキュラムの改編等を実施し、セミ

ナーの延べ受講者数等の各種数値目標を達成し、施設の健全経営に必要な情報を広
く施設経営者に提供く施設経営者に提供

■個別経営診断の実績（#46､48）
○ 個別経営診断件数は1,273件となり、年度計画（280件以上）を達成
○ 経営分析診断の平均処理日数は35.8日となり、中期計画（50日以内）を達成

■経営改善支援事業への重点化（#47）
○ 過去の実地調査先及び経営分析診断先（13法人）に対する診断結果のフォローアッ○ 過去の実地調査先及び経営分析診断先（13法人）に対する診断結果のフォロ アッ

プを行い、経営改善支援事業への重点化を図るべく、実地調査を伴う経営診断の内
容の見直しについて検討

■集団経営指導及び個別経営診断の各業務における収支相償（#52）■集団経営指導及び個別経営診断の各業務における収支相償（#52）
○ 運営費交付金の縮減の観点から適切なサービス・料金体系の設定と受講者等の増加

を図ることにより、実費相当額を上回る自己収入を確保
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集団経営指導（セミナー）の開催実績（＃44）

ナ 催告知 中期計 定め れ 期 内 行 など 講希望者 機○ セミナーの開催告知について、中期計画に定められた期間内に行うなど、受講希望者の機
会確保とＰＲに努めたか。（中期計画：平均10週間前まで）

○ セミナーの受講者数について、中期計画を達成しているか。（中期計画：2,520人以上）
○ カリキュラムの工夫により、受講者へのアンケート調査における満足度指標が中期計画を

達成しているか （中期計画：平均65ポイント以上）

評価の視点

達成しているか。（中期計画：平均65ポイント以上）

［目標］平均１０週間前まで

開催内容の告知

［目標］２ ５２０人以上

延べ受講者数

［目標］平均６５ポイント以上

満足度指標

［目標］平均１０週間前まで ［目標］２，５２０人以上 ［目標］平均６５ポイント以上

［実績］平均［実績］平均70 070 0日前日前 ［実績］［実績］ 3 4213 421人人 ［実績］平均［実績］平均74 774 7ﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄ［実績］平均［実績］平均70.070.0日前日前 ［実績］［実績］ 3,4213,421人人 ［実績］平均［実績］平均74.774.7ﾎ ｲﾝﾄﾎ ｲﾝﾄ

平成21年度における取組み

［H20実績］平均70.1日前 ［H20実績］2,952人 ［H20実績］平均71.6ﾎﾟｲﾝﾄ

平成21年度における取組み

○ 年度当初に年間実施予定表を関係団体等に配布
○ ＷＡＭ ＮＥＴや各種雑誌等にて広報を実施

積極的な
ＰＲ活動の実施

積極的な 活動や利用者 ズに即 たカリキ ラム 改編等を実施 セ ナ 延べ受講者

受講者からの要望等に対応し、施設
経営者による経営戦略等の実践的事例
を提供する講義割合を増加

カリキュラム
の継続的な改編

同セミナー
対前年度469名増

≪セミナー資料等≫

積極的なＰＲ活動や利用者ニーズに即したカリキュラムの改編等を実施し、セミナーの延べ受講者
数等の各種数値目標を達成し、施設の健全経営に必要な情報を広く施設経営者に提供
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個別経営診断の実績（＃46）

個別経営診断について、延べ診断件数が中期計画を達成しているか。
（中期計画：1,400件以上、21年度計画：280件以上）

評価の視点

個別経営診断実績の推移個別経営診断件数

1 273件18年度から

東京都から受託
（20年度、21年度）

［目標］診断件数280件以上

中期計画

42件 280件
541件

1,142件
1,273件

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

18年度から
簡易経営診断開始

中期計画
達成［実績］1,273件

東京都からの受託業務
（935件）

効果的なＰＲ活動
（セミナ 会場等） １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度（935件） （セミナー会場等）

平成21年度に経営診断を受けた事業者に対するアンケート調査において、アンケートを回収した診断先のうち71.1％から
満足しているとの回答を得ている（満足37.8％、やや満足33.3％）。（⇒評価の視点中の目標値70％以上）

個別経営診断件数は1,273件となり、年度計画（280件以上）を達成

個別経営診断の事務処理期間短縮（＃48）個別経営診断 事務処理期間短縮（ ）

申込書受理日から報告書提示までの所要期間が中期計画を達成しているか。
（中期計画：平均50日以内）

評価の視点

経営分析診断の平均処理日数は35 8日となり 中期計画（50日以内）経営分析診断の平均処理日数は35.8日となり、中期計画（50日以内）
を達成

中期計画達成
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経営改善支援事業への重点化（＃47）

経営改善支援事業に重点化を図り、問題点の解決に重点を置いた診断・支援を適切に
実施し、健全な施設経営の支援に努めているか。

評価の視点

経営悪化が懸念される
施設への診断支援過去の実地調査先及び経営

書面診断

書面診断
（３か年決算書）

実地調査実施
（改善策を提案）

個別経営課題に踏み込んだ
コンサルティングを実施

過去の実地調査先及び経営
分析診断先（13法人）に対す
る診断結果のフォローアップ
を行い、経営改善支援事業へ
の重点化を図るべく 実地調 書 診断

（１か年決算書）

メニュー 簡易経営診断 経営分析診断
実査を伴う
経営診断

（経営改善支援事業）

診断・指導能力
の向上が必要

の重点化を図るべく、実地調
査を伴う経営診断の内容の見
直しについて検討

集団経営指導及び個別経営診断の各業務における収支相償（＃52）

集団経営指導及び個別経営診断の各業務において、適切なサービス・料金体系の設定と受講
者等の増加を図り、中期目標期間中に実費相当額を上回る自己収入を確保しているか。

評価の視点
者等の増加を図り、中期目標期間中に実費相当額を上回る自己収入を確保しているか。

収入
収支差 2,268千円

収
収支差 8,682千円

集団経営指導の収支状況 個別経営診断の収支状況

収入

32,306 費用
30,038

収入

12,746

収支差 8,682千円

費用4,063

運営費交付金の縮減の観点から適切なサービス・料金体系の設定と
受講者等の増加を図ることにより、実費相当額を上回る自己収入を確保

中期計画達成
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ＰＰ 33ＰａｒｔＰａｒｔ 33

５ 【評価項目９】
長寿・子育て・障害者基金事業

（透明で公正な助成の実施）

６ 【評価項目10】
長寿・子育て・障害者基金事業

（事後評価と助成事業の成果の普及）

７ 退職手当共済事業 【評価項目11】

８ 心身障害者扶養保険事業 【評価項目12】

９ 【評価項目13】福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）
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■ 長寿・子育て・障害者基金事業■ 長寿 子育て 障害者基金事業

政府出資金の運用益による助成事業を通じて、独創的、先駆的な民間福祉活動や地域に密着した

【事業の概要】

きめ細かな民間福祉活動を支援

≪社会福祉振興助成事業≫
（平成22年度から開始）

長寿・子育て・障害者基金については、
平成21年11月の行政刷新会議における事
業仕分けにおいて、基金を全額国庫に返納
し、必要な事業は、毎年度予算措置とされ

（平成22年度から開始）

し、必要な事業は、毎年度予算措置とされ
たことを踏まえ、平成22年度から新たに
社会福祉振興助成費補助金が創設されるこ
ととなっている。
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（参考） 事後評価によるPDCAサイクルと事後評価の仕組み

事後評価によるPDCAサイクル

21年度

事後評価の仕組み

＜助成事業終了時点での評価＞20年度
実施年度

助成年度

19年度分

助成事業

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

調査
（反映）

助成団体が行う

自己評価 ヒアリング評価

評価部会委員及び
機構事務局が行う

機構事務局が行う

書面評価

助成年度

事後評価
助成事業

平
成

調査

（21.7）

中間評価結果

（21.3）

20年度分

助成事業

成

年
度
募
集
要

事
業
終
了

事後評価

（中間）

（21.12）

自己評価

ヒアリン
グ評価

（
反
映
）

23

事後評価

（最終）

（22.3）

翌年度助成事業の
選定方針への反映

・評価結果の公表
・特に優れた事業を

の紹介（ホ ムペ要
領

了

（反映）

書面評価

翌々年度募集要領等の
見直しに反映

の紹介（ホームペ
ージ、広報誌、事
業報告会等）

・調査結果の公表
・成果が大きいと認めら

れ、普及・発展した事
業の紹介（広報誌等）

最終評価結果

22年度分

助成事業 （反映）

募集要領

（21.7）

選定

方針等

採択

（22.3）

助成事業終了後、１年以上経過した時点での調査

事業 継続状況 波及効果等に関するフ ア プ調査

見直しに反映

事業の継続状況、波及効果等に関するフォローアップ調査
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５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明で公正な助成の実施）

Ｐ52～59

【評価項目9】

自己評定 Ａ

評価シート

障 （ 成 ）
自己評定 Ａ

【評価項目９の総括】

■募集要領等の策定（#53､66）
○ 平成19年度分助成事業の事後評価結果を踏まえ、外部有識者からなる審査・評価委

員会において、平成22年度募集要領を策定・公表し、幅広く募集を実施

■重点助成分野の設定・助成事業の固定化回避（#53､54､55､56）
○ 幅広く助成配分する観点から、国民のニーズに即し、重点助成分野の大幅な見直し

をする等、助成事業の固定化回避に対応
○ 助成金の要望時期により柔軟に応えられるよう「特別助成」を募集し採択○ 助成金の要望時期により柔軟に応えられるよう「特別助成」を募集し採択

■助成事業の選定（#55､57､66）
○ 外部有識者からなる基金事業審査・評価委員会において、選定方針を策定、当該選

定方針に基づき採択を実施し 公平性及び透明性を確保定方針に基づき採択を実施し、公平性及び透明性を確保

■助成事業の継続状況及び独創的・先駆的事業等への助成（#59､60）
○ 助成事業の継続状況は95.2％となり中期計画（85％以上）を達成
○ 独創的・先駆的事業等への助成割合は83 5％となり中期計画（80％以上）を達成○ 独創的 先駆的事業等への助成割合は83.5％となり中期計画（80％以上）を達成

■助成金交付までの事務処理期間短縮（#62）
○ 助成金交付までの事務処理期間は15.3日となり中期計画（30日以内）を達成

■基金の運用実績等（#64）■基金の運用実績等（#64）
○ 長期金利の指標である国債の平均金利を上回る運用収益を確保
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（参考）平成平成2222事業年度分助成事業における募集・審査・選定までの流れ事業年度分助成事業における募集・審査・選定までの流れ

長寿・子育て・障害者基金については、平成21年11月の行政刷新会議におけ
る事業仕分け結果を踏まえ、平成22年度から新たに社会福祉振興助成費補助金
が創設されることとなったが、既に助成金交付要望を受け付けていた助成要望団
体に不利益が生じることのないよう、国と協議の上、円滑な移行を実施

≪行政刷新会議事業仕分け結果≫
○長寿・子育て・障害者基金を全額国庫に返納
○平成22年度から新たに社会福祉振興助成事業を創設
○当該事業における管理費等を削減

長寿・子育て・障害者基金事業

平成21年度

新制度
（社会福祉振興助成事業）

22年度

平
成

平成22事業
年度分助成

社
会
福
祉
振募集要領策定

22

行政刷新

７月 9月～10月

募集・受付

11月

（社会福祉振興助成事業）

12月～3月

成

事
業
年
度選定方針策定

募集要領
策定

（6月募集分）

振
興
助
成
事
業

募集要領策定
≪P68参照≫

≪助成対象事業≫
○政策関連助成
○先駆的活動助成

行政刷新
会議

事業仕分け

募集 受付
≪助成対象事業≫
○先進的・独創的

活動支援事業
○地域活動支援事業
○障害者スポーツ

支援事業
審査

度
分
助
成
事
業

選定方針策定
（12月）

≪P70参照≫

策定
（5月下旬）

業
開
始

≪重点助成分野≫
８分野

○地域活動助成

≪重点助成分野≫
４分野

支援事業

採択案承認
基金事業

審査・評価委員会

（3月30日）

907事業

助成対象事業及び
重点助成分野を変更

≪P69参照≫

業
内
定
通
知

募集・受付

（6月1日
～30日）

907
事業

≪P70参照≫

新制度への円滑な移行

～30日）
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既に助成金要望を受付けたものについては、国と協議のうえ、社会福祉振興助成既に助成金要望を受付けたものについては、国と協議のうえ、社会福祉振興助成
事業の助成要望があったとものとみなし取扱うこととし、新制度へ円滑に移行事業の助成要望があったとものとみなし取扱うこととし、新制度へ円滑に移行



募集要領等の策定（＃53､66）

毎年度、外部有識者からなる審査・評価委員会において、前年度に実施した事後評価
結果等を踏まえ、助成方針を定め、募集要領等に明記しているか。

評価の視点

平成22年度募集要領の改正

外部有識者からなる
基金事業審査・評価委員会

平成22年度募集要領の改正

◆助成区分の名称変更◆
旧名称 新名称 対象事業

◆重点助成分野の見直し◆
19年度分助成事業
事後評価結果を反映

一般分助成 政策関連助成 全国的な効果を期待する事業

特別分助成 先駆的活動助成 地域における独創的・先駆的事業

地方分助成 地域活動助成 地域の実情に即したきめ細かな事業

◆重点助成分野の見直し◆
政策課題や多様化する国民ニーズに対応するため、

優先的に助成すべき８つの重点助成分野を設定

事後評価結果を反映

◆助成対象経費の見直し◆

◆複数年助成の条件改善◆

平成22年度募集要領
を策定

◆助成対象経費の見直し◆
ＮＰＯ等に対する助成対象経費のうち、

謝金の助成対象範囲を見直し

◆複数年助成の条件改善◆
「法人設立後、２年以上の活動実績」の要件を廃止

平成19年度分助成事業の事後評価結果を踏まえ 外部有識者からなる審査 評価委員会において

（平成21年7月）

平成19年度分助成事業の事後評価結果を踏まえ、外部有識者からなる審査・評価委員会において、
平成22年度募集要領を策定・公表し、幅広く募集を実施
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重点助成分野の周知・採択、助成事業の固定化回避（＃53､54､55､56）

○ 毎年度、政策課題や多様化する国民ニーズに即した重点助成分野が設定されているか。
○ 基金で幅広く助成配分する観点から、重点助成分野の見直しを行う等、助成事業の固定化

回避に努めているか。
評価の視点

助成対象事業と重点助成分野の設定（平成22年度助成分）助成対象事業と重点助成分野の設定（平成22年度助成分）

長寿・子育て・障害者基金事業長寿・子育て・障害者基金事業

平成平成2121年度年度平成平成2121年度年度 平成平成2222年度募集要領（平成年度募集要領（平成2121年年77月）月）平成平成2222年度募集要領（平成年度募集要領（平成2121年年77月）月）

新制度新制度
（社会福祉振興助成事業）（社会福祉振興助成事業）

平成平成2121年度年度
募集要領募集要領

（平成（平成2020年年77月）月）

[助成対象事業]
○一般分助成

平成平成2121年度年度
募集要領募集要領

（平成（平成2020年年77月）月）

[助成対象事業]
○一般分助成

平成平成2222年度募集要領（平成年度募集要領（平成2121年年77月）月）

[助成対象事業]
○政策関連助成 ○先駆的活動助成 ○地域活動助成

[重点助成分野] ８分野

平成平成2222年度募集要領（平成年度募集要領（平成2121年年77月）月）

[助成対象事業]
○政策関連助成 ○先駆的活動助成 ○地域活動助成

[重点助成分野] ８分野
１高齢者・障害者の住環境問題に関する事業
２団塊の世代等による地域のコミュニティの再生に関する事業

[助成対象事業]
○先進的・独創的活動支援事業
○地域活動支援事業
○障害者スポーツ 支援事業

[重点助成分野] ４分野

[助成対象事業]
○先進的・独創的活動支援事業
○地域活動支援事業
○障害者スポーツ 支援事業

[重点助成分野] ４分野
○特別分助成
○地方分助成
[重点助成分野]

17分野

○特別分助成
○地方分助成
[重点助成分野]

17分野

２団塊の世代等による地域の ミュ ティの再生に関する事業
３福祉・介護分野に従事する者の資質の向上、定着の支援及び福祉・介護分野

への人材の参入促進等に関する事業
４医療的ケアが必要な障害児・者の家族の支援に関する事業
５障害者の自立生活・就労支援・権利擁護・文化芸術等に関する事業
６子育て支援のネットワークづくりに関する事業
７児童虐待・DV・いじめ等により保護・支援が必要な子ども・家庭の支援事業
８国際大会における選手の育成・強化に関する事業

[重点助成分野] ４分野[重点助成分野] ４分野
１退職した団塊世代の方々の積極的な参画による地域

コミュニティの再生支援
２高齢者・障害者・子どもが一体的に生活し、サービ

スを利用する共生型施設の運営支援
３医療的ケアが必要な障害者やその家族等への支援
４貧困者や派遣切りにあった方々等への支援

幅広く助成配分する観点から、国民のニーズに即し、重点助成分野の大幅な見直しをする等、
助成事業の固定化回避に対応

国際大会 おける選手 育成 強化 関する事業

平成21年度におけるNPO等への柔軟な助成

平成平成2121事業年度分助成事業については、従前の公募期間（前年度事業年度分助成事業については、従前の公募期間（前年度99月～月～1010月）月）
とは別に 助成金の要望時期により柔軟に応えられるよう「特別助成 を募集とは別に 助成金の要望時期により柔軟に応えられるよう「特別助成 を募集

区 分 事業数(件) 金額(百万円)

長寿社会福祉基金 5 22

高齢者・障害者福祉基金 12 63

子育て支援基金 13 40
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とは別に、助成金の要望時期により柔軟に応えられるよう「特別助成」を募集とは別に、助成金の要望時期により柔軟に応えられるよう「特別助成」を募集
（平成（平成2121年年66月）し、採択（月）し、採択（3434件、件、157157百万円）百万円）

子育て支援基金 13 40

障害者スポーツ支援基金 4 30

合 計 34 157



助成事業の選定（＃55､57､66）

毎年度、審査・評価委員会において、選定方針を策定するとともに、当該選定方針に
基づいて審査し、採択を行っているか。

評価の視点

外部有識者からなる基金事業審査・評価委員会 助成テーマ
採択

事業数

20年度分助成事業
事後評価中間結果を反映

事業数

①高齢者・障害者が主体的・積極的に活動することがで
きるよう創意工夫を活かした場の提供等を図る事業

233事業

②貧困対策等社会的支援（福祉的支援）が必要な事業 64事業

■平成22年度助成分採択状況

平成 22年度選定方針を策定（平成21年12月） ③福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業 44事業

④地域や家庭における子育て支援に関する事業 361事業

⑤高齢者・障害者の介護を担う家族を支援するための基
盤の確保及びネットワーク整備を図る事業

25事業

固定化回避に係る具体的な審査方法を明記固定化回避に係る具体的な審査方法を明記固定化回避に係る具体的な審査方法を明記固定化回避に係る具体的な審査方法を明記

区 分
要 望 採 択

事業数
（件）

金額
（百万円）

事業数
（件）

金額
（百万円）

先進的・独創的活動支援事業 719 4,818 223 1,365

地域活動支援事業 1,072 1,774 599 962

■平成22年度助成分採択状況
⑥高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業 69事業

⑦日常生活、社会参加等を支援する福祉用具の実用化研
究開発に関する事業

12事業

⑧その他全国又は広域的な普及・波及効果が期待できる
障害者スポーツ支援事業 147 579 85 341

合 計 1,938 7,171 907 2,668

⑧その他全国又は広域的な普及・波及効果が期待できる
事業

4事業

⑨その他地域に密着したきめ細かな事業 10事業

⑩障害者スポーツの育成・強化に関する事業 28事業

⑪スポ ツを通じた障害者の社会参加を推進する事業 51事業社会福祉の振興に資する創 社会福祉諸制度の対象外の 障害者スポ ツを通じ障害

先進的・独創的
活動支援事業

地域活動支援事業 障害者スポーツ
支援事業

⑪スポーツを通じた障害者の社会参加を推進する事業 51事業

⑫その他障害者スポーツに関する事業 6事業

合 計
907事業

社会福祉の振興に資する創
意工夫ある事業又は全国若
しくは広域的な普及等を念
頭に施策等を補完若しくは
充実させる事業

社会福祉諸制度の対象外の
ニーズその他地域の様々な
福祉ニーズに対応した地域
に密着した事業

障害者スポーツを通じ障害
者の社会参加を促進する事
業

助成事業の選定に当たっては、外部有識者からなる基金事業審査・評価委員会において、選定方針
を策定、当該選定方針に基づき採択を実施し、公平性及び透明性を確保
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助成事業の継続状況の調査（＃59）

地域における独創的・先駆的事業及び地域の実情に即したきめ細かな事業について
は、助成終了後も事業を継続している助成団体割合が、特別な場合を除き中期計画の数
値を達成しているか。（助成事業実施の翌々年度に測定）
（中期計画：平均８５％以上）

評価の視点

16年度実施
（14年度分助成）

17年度実施
（15年度分助成）

18年度実施
（16年度分助成）

19年度実施
（17年度分助成）

20年度実施
（18年度分助成）

21年度実施※
（19年度分助成）

助成事業の継続状況の推移 中期計画達成

※助成事業の継続状況の把握については、前々年度（平成19年度）助成事業に対する継続状況等を当年度に調査（フォローアップ調査）

（14年度分助成） （15年度分助成） （16年度分助成） （17年度分助成） （18年度分助成） （19年度分助成）

91.9% 94.0% 91.3% 92.7% 92.7% 95.2%

（参考）長寿・子育て・障害者基金事業の成果

◆ 助成事業が団体組織に与えた効果（複数回答あり） ◆

信用度が
大きく向上

組織の活性化 会員・賛同者が
増加し組織拡大

NPO法人等の
法人格を取得

（参考）長寿 子育て 障害者基金事業の成果

※ 平成21年度フォローアップ調査結果（平成19年度助成先のうち特別分・地方分の596事業）

大きく向上 増加し組織拡大 法人格を取得

60.9％ 64.1％ 35.6％ 3.4％

波及効果 波及効果 波及効果

他団体とのネットワーク
の構築が図ることができた

他団体の事業見直しの
契機となった

他団体の研修教材に
活用された

波及効果 波及効果 波及効果

助成先団体 うち % 団体から助成事業を通 新たに他団体 関係機関等と 連携等 効果
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助成先団体のうち92.0%の団体から助成事業を通じて新たに他団体・関係機関等との連携等の効果
があったとの回答を確保（⇒評価の視点中の目標値80％以上）



独創的・先駆的事業等への助成（＃60）

独創的 先 的事業（ 特別分）

総助成件数に占める特定非営利活動法人等が実施する独創的・先駆的事業及び地域の
実情に即したきめ細かな事業への助成件数の割合が、特別な場合を除き中期計画の数値
を達成しているか。（中期計画：80％以上）

評価の視点

総助成件数（ａ）

独創的・先駆的事業（旧特別分）

地域の実情に即したきめ細かな事業（旧地方分）（ｂ） 占 有 率（ｂ/ａ）

旧 特 別 分 旧 地 方 分 計

907 116 641 757 83 5％
中期計画達成

907 116 641 757 83.5％

各種提出書類の電子化等（＃61）

※平成22事業年度分採択事業を旧助成区分で再集計したもの。

各種提出書類の電子化等（＃61）

助成先団体等の事務負担の軽減を図るため、各種提出書類の電子化などを行っているか。評価の視点

電子申請システムの稼働

【平成20年4月～】
助成金交付申請書

【平成20年9月～】
助成金交付要望書

【平成21年3月～】 【平成21年7月～】

≪平成21年度における取組効果≫

助成先団体等の事務負担の軽減を図るため 各種提出書類の提出時期に合わせて順次電子申請シス

助成金交付申請書
及び概算払請求書

助成金交付要望書
及び事業完了報告書等

【平成21年3月 】
自己評価書

【平成21年7月 】
フォローアップ調査

助成先団体等の事務負担の軽減を図るため、各種提出書類の提出時期に合わせて順次電子申請シス
テムを構築し、運用を開始
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助成金交付までの事務処理期間短縮（＃62）

助成金交付申請書受理日から交付決定日までの平均処理期間について、中期計画を達
成しているか。（中期計画：平均30日以内）

評価の視点

事務処理期間の推移

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 2１年度

45.5日 29.2日 27.5日 19.8日 22.2日 20.4日 15.3日
中期計画達成

基金の運用実績等（＃64）

○ 長期金利の指標である国債の平均金利を上回る運用収益を上げているか。
○ 安全で安定的な運用収益を確実に上げるための運用方法を検討し、計画的に導入し

ているか

評価の視点

区 分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

ているか。

基金の運用実績の推移

平成20年度にラダー型運用※の速やかな完成を目的

効率的な資金の運用

運用実績 1.86％ 1.38％ 2.04％ 1.79％ 1.93％ 1.69％

国債利回り 1.59％ 1.24％ 1.90％ 1.64％ 1.68％ 1.46％

差 引 0.27％ 0.14％ 0.14％ 0.15％ 0.25％ 0.23％
ラダー型運用イメージ

※ラダー型運用とは

に見直した運用計画に基づき効率的な資金運用を実行

国債を上回る
年約280億円×運用10年

＝約2 800億円

1.86%

1.38%

2.04%
1.79% 1.93%

1.69%

1.90%

1 64% 1 68%

基金 国債 （
投
資
金
額
）

債券の各残存期間ごと
の投資金額を同一に保ち、
金利の変動リスクを平均
化し、収益性もある程度

国債を上回る
利回りを確保

＝約2,800億円

1.59% 1.24%
1.64% 1.68%

1.46%

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

（残存年数）

確保することを目的とす
る運用手法
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（参考） 長寿・子育て・障害者基金の運用体制イメージ図（平成21年度）

 
 
 
 

厚生労働省 評価報告 
【運用方法の指示】 
○ 国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大

臣の指定する有価証券※の取得 

※財投機関債 般担保付社債等 
 
 
 
 

独法評価委員会 

説明（毎年）

※財投機関債・一般担保付社債等

○ 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機

関への預金 

○ 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元

本補てんの契約があるもの 

運用方法

の指示 

 
 

 
               
             長寿・子育て障害者基金資金運用委員会 

（役職員で構成）

福祉医療機構 
事
務
局 （平成 21年度末残高）

○ 財政融資資金への預託

[福祉医療機構法第２３条第２項] 

                                                    
                          （審議事項） 
                           １．資金運用の基本方針の策定及び見直し 

                           ２．資金運用計画の策定及び見直し 

                                                     ３．資金運用に係る金融機関等の選定 

（役職員で構成）
局
（
基
金
事
業
部
管

（平成 年度末残高）

 運用残高 

（億円）
運用割合 

財 投 機 関 債 1,474 52.9％ 

地 方 債 635 22.8％ 

一般担保付社債 589 21 1％

○長 寿 社 会 福 祉 基 金 （0,700 億円） 

○高齢者・障害者福祉基金 （0,500 億円） 

○子 育 て 支 援 基 金 （1,300 億円） 

○障害者スポーツ支援基金 （287.1 億円） 

合 計 2 787 1 億円                                                      
 
 
 
 

事務局 
（経理部資金課） 

理
課
） 

般担保付社債 589 21.1％ 

財政融資資金預託  13 0.5％ 

利 付 金 融 債 52 1.9％ 

預      金 24 0.8％ 

合   計 2,787.1 100.0％ 

平成 21年度 運用利回り 1 50

        合  計    2,787.1 億円 

 
平成 21 年度運用益 4,154 百万円 

 
支援（助成） 

                               ラダー型運用 （１０年債） 
 

 
 

発行市場 
（国債、政府保証債、地方債、財投機関債等） 

平成 21年度の運用利回り：1.50％
 

平成 21年度再運用額：276 億円 

（平均運用利回り） 

21 年度実績 国債で運用した場合 差引き 

1 69％ 1 46％ 0 23％

 
  高齢者や障害者の在宅福祉、生きがい・

健康づくり、子育て支援、青少年の非行

防止や健全育成、障害者スポーツの振興 
等への支援 
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1.69％ 1.46％ 0.23％ 

 



６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後評価と助成事業の成果の普及）

Ｐ60～65

【評価項目10】

自己評定 Ａ

評価シート

自己評定 Ａ

【評価項目10の総括】

■助成事業の事後評価の実施（#65）
○ 評価に関する基本的事項を定めた評価方針及び評価の具体的な実施方法を定めた事後評

価実施要領に基づき重層的な評価を効率的かつ効果的に実施
○ ヒアリング評価については116事業の評価を実施し 年度計画（100事業以上）を達成○ ヒアリング評価については116事業の評価を実施し、年度計画（100事業以上）を達成

■事後評価の結果の反映（#66､69）
○ 事後評価の結果を速やかに公表するとともに、募集要領や選定方針等に反映し、助成制

度のＰＤＣＡサイクルを実施度のＰＤＣＡサイクルを実施

■職員の専門性の向上（#67）
○ 各段階に応じた適切な助言を実施するとともに、民間福祉活動の支援強化を図るため、

民間活動支援強化プロジェクトチームの立上げや助成先団体等との意見交換を実施し、民間活動支援強化プロジェクトチ ムの立上げや助成先団体等との意見交換を実施し、
職員の専門性を向上

■事後評価結果の公表等（#69）
○ 事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高い優れた助成事業等をホームページ等で公表

し、広く周知を行うほか、他の助成団体等との情報の共有化等を実施

■助成事業報告会等の開催（#70）
○ 事業効果の高い優れた助成事業の成果を普及するため、助成事業説明会を計4回開催

し 年度計画（3回以上）を達成するとともに 助成事業等 全国的な普及を実施し、年度計画（3回以上）を達成するとともに、助成事業等の全国的な普及を実施
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助成事業の事後評価の実施（＃65）

毎 き 後 針 針 づき 後毎年度、評価すべき重点事項を定めた事後評価方針を定め、当方針に基づき事後評価
を実施しているか。

評価の視点

自 価
平成20年度分の全助成事業（927事

【評価部会で定めた事後評価方針に基づき事後評価を実施】

審査・評価委員会
地方分助成

◇評価結果のフォローアップ状況◇

≪自己評価≫
平成20年度分の全助成事業（927事
業）について助成団体が実施

≪ヒアリング評価≫
平成20年度分の全助成事業のうち、
116事業について実施

≪書面評価≫
平成20年度分の全助成事業について

（評価部会）ヒアリング
地方分助成

評価を受けた全助成先 各社会福祉協議会

≪評価結果をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ≫

評価に関する基本的事項を定めた評価方針及び評価の具体的な実施方法を定めた事後評価実施要
領に基づき重層的な評価を効率的かつ効果的に実施

グ

≪書面評価≫
平成20年度分の全助成事業について
事務局でデータ集計を実施 助成先団体の助成年度以降の事業の改善や発展に活用

特にヒアリング評価については、116事業の評価を実施し、年度計画（100事業以上）を達成

事後評価の結果の反映（＃66､69）

事後評価の結果を速やかに公表するとともに その結果が 募集要領 選定方針等の価 視点 事後評価の結果を速やかに公表するとともに、その結果が、募集要領、選定方針等の
基金助成制度の継続的な改善に活用されているか。

評価の視点

平成19年度分助成事業
事後評価結果

平成20年度分助成事業
事後評価結果

（反映） （反映） （反映）

＜中間評価結果＞ ＜最終評価結果＞

平成22年度分助成事業募集要領
［事後評価結果を募集要領に反映］

平成22年度分助成事業選定方針
［評価部会からの留意事項を方針に反映］

平成23年度分
助成事業募集要領

事後 価 結 を速やか 表す ととも 動 体が 制度とす め 募集 領

（反映） （反映） （反映）

事後評価の結果を速やかに公表するとともに、活動団体が利用し易い制度とするため、募集要領
や選定方針等に反映し、助成制度のＰＤＣＡサイクルを実施
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職員の専門性の向上（＃６７）

◆民間活動支援強化プロジェクトチームの取組み◆
○今日的な福祉課題を把握するための勉強会を開催（3回）

専門性の高い職員を育成し、助成団体の事業実施に対し的確な助言ができているか。評価の視点

助成団体の事業実施に対する助言

［事前相談］ ［募集期間中］ ［助成後］ ○地域の福祉課題の実情に関する知見を深めるため現地調査
や意見交換（計43回）を実施

○民間活動団体の事例報告・意見交流会を開催し、民間活動
団体間のネットワークづくりや地域福祉活動の担い手の育
成等に貢献

［事前相談］
助成事業報告会の

開催に合わせ、個別
相談を実施

［募集期間中］
募集に係る事務手

続等について個別相
談を実施

［助成後］
評価結果を助成先

にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸし、事業
の改善や発展を支援

各段階に応じた適切な助言を実施

各段階に応じた適切な助言を実施するとともに、民間福祉活動の支援強化を図るため、民間活動
支援強化プロジェクトチームの立上げや助成先団体等との意見交換を実施し、職員の専門性を向上

事後評価後の継続的フォローアップの実施（＃６８）

事後評価後における活動団体の状況についても、継続的に把握しているか。評価の視点

区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

1６年度助成分 事後評価

1７年度助成分 事後評価

20年度
から実施

助成実施

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査
（1年経過後）

従来
から実施

従来ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査
（3年経過後）

20年度ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査

従来から実施し る 年経過後 事業 プ調査に加え 助成実施後から 年経過後

1７年度助成分 事後評価

1８年度助成分 事後評価

助成実施

助成実施

から実施

従来
から実施

（1年経過後）

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査
（1年経過後）

20年度
から実施

ﾌｫ ｱｯﾌ 調査
（3年経過後）

従来から実施している１年経過後の事業のフォローアップ調査に加え、助成実施後から３年経過後
の事業についてもフォローアップ調査を実施し、活動団体の状況を継続的に把握
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事後評価結果の公表等（＃69）、助成事業報告会等の開催（＃70）

○ 事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高い優れた助成事業等を公表し、広く周知を行っているか。
○ 他の助成団体等との情報の共有化等を行っているか。
○ 事業効果の高い優れた事業について、効果的な普及を行うため、助成事業説明会や報告会並びに相

談会について、中期計画に示されたとおり実施しているか。
（中期計画：中期目標期間内に15回以上開催（年3回以上））

評価の視点

（中期計画 中期目標期間内に15回以上開催（年3回以上））

○ 事業効果の高い優れた助成事業の成果を普及するため、事
業報告会を開催（4か所）

○ 平成22年3月の基金事業審査・評価委員会評価部会におい

助成事業報告会等の開催事後評価結果の公表

業報告会を開催（4か所）

○ 東京都社会福祉協議会が主催する民間助成事業情報交換会
に参加し、当機構の助成事業の仕組みや課題等について報告

○ また、他の民間助成団体が抱える課題や改善への取組み状
況についても情報交換を行うことで団体間の連携を強化

○ 平成 年 月 基金事業審査 評価委員会評価部会
て報告した後、事後評価報告書をホームページに掲載

○ 事業効果の高い優れた助成事業については、様々なメディ
ア（基金事業季刊誌、ホームページ等）で紹介

機構ホ ムペ ジより 況についても情報交換を行うことで団体間の連携を強化

助成した事業のうち、事業評価において特に優れた事業の概要をご紹介
しています。

機構ホームページより

事後評価結果等を踏まえ 高い評価を受けた助成事業等を事業報告会やホ ムペ ジ等で公表し
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事後評価結果等を踏まえ、高い評価を受けた助成事業等を事業報告会やホームページ等で公表し、
広く周知を行うほか、他の助成団体等との情報の共有化等を実施



■ 退職手当共済事業■ 退職手当共済事業

社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき、社会福祉施設等の職員に退職手当金を支給

【事業の概要】

社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき、社会福祉施設等の職員に退職手当金を支給

661 1
685.4 673.0 673.4 685.0

加入職員数の推移（H15からH21）

（単位：千人）

587.6

626.1
661.1

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

60 1 65.4 71.0 73.8
84.0

76.6
63.7

（単位：千人）

支給人員数の推移（H15からH21）

60.1

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

支給額の推移（H15からH21）

739.5 789.3 836.9 880.5 907.2 882.3 
806.0 

（単位：億円）

支給額の推移（H15からH21）

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
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７ 退職手当共済事業

Ｐ66～70

【評価項目11】

自己評定 S

評価シート

職 済事業
自己評定 S

【評価項目11の総括】

平成21年度においては、退職手当金給付事務の平均処理期間を前年度より短縮するとともに、
電子届出システムの利用率についても前年度より増加し、年度計画を大幅に上回る実績をあげ、
①利用者サービスの向上、②利用者の事務負担の軽減、③機構における事務の効率化を実現する
ことができた

■退職手当金給付事務の事務処理期間短縮（#71）
○ 退職手当金支給に係る平均処理期間が37.6日となり、中期計画の目標値75日を

幅（ 短縮） 前年度 処 と 較 短縮

ことができた。

大幅（37.4日短縮）に上回り、前年度の平均処理期間と比較しても7.2日短縮

■提出書類の電子届出化等（#74）
○ 電子届出システムの利用促進を図り、利用者（共済契約者）の手続き面での負担

を軽減するとともに 機構における事務の効率化を推進を軽減するとともに、機構における事務の効率化を推進
・ 電子届出システム利用率 ： 75％⇒79％へ拡大
・ 提出資料のエラー発生率 ： 10分の1に減少
・ 電子届出システム満足度 ： 88％電子届出システム満足度 ： 88％

■利用者への制度内容等の周知等・業務指導等の強化（#72､75）
○ 利用者への説明会等により、利用者の手続き面での利便性の向上に努めるととも

に、業務委託先への業務指導を徹底することにより、窓口相談、届出受理の機能に、業務委託先 の業務指導を徹底することにより、窓口相談、届出受理の機能
強化を実施
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退職手当金給付事務の事務処理期間短縮（＃71）

請求書受付日から退職手当金の振込日までの所要期間について中期計画を達成してい
るか。なお、退職手当金の支給原資のうち、国及び地方公共団体の補助金等の予算制約
が生じた場合は、当該事情を考慮する。（中期計画：７５日以内）

評価の視点

90.0 

105.0 資金調達の期間

支給手続きの期間

書類審査の期間

平均所要期間の推移（H17～H21）

日

(84 2日)

(91.7日)

平成21年度における取組み

給付回数の見直し 実務研修会の開催

27.0 

24.6 

7 160 0

75.0 

. 書類審査の期間

（目標75日）

(84.2日)

(61.7日)

給付回数の見直し 実務研修会の開催

資金交付回数の増加
（月2回 ⇒ 4回へ）

適正な事務処理の徹底

20.3 

20.0 

20.4 

20 3

7.1 

2.0 

0.3 

30 0

45.0 

60.0 

(44.8日)

柔軟な人員配置

(37.6日)

支給財源の確保

国や都道府県に対し
都道府県補助金の

早期入金を働きかけ

事務処理のピーク時に
柔軟な人員配置を実施

36.9 
47.1 

34.1 

22.4 
17.6 

20.3 
19.7 

15.0 

30.0 

退職手当金支給に係る事務処理期間を短縮 0.0 

Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度

退職手当金支給に係る平均処理期間が37.6日となり、中期計画の目標値
75日を大幅（37 4日短縮）に上回る実績をあげ 前年度の平均処理期間と 中期計画達成

退職手当金支給に係る事務処理期間を短縮
（利用者サービスの向上）

75日を大幅（37.4日短縮）に上回る実績をあげ、前年度の平均処理期間と
比較しても7.2日の短縮を実現

中期計画達成
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提出書類の電子届出化等（＃74）

提出書類の電子届出化及び簡素化等を進めることにより、利用者の手続き面での負担
を軽減しているか。

評価の視点

平成21年度における利用促進策 電子届出システムにおける「プラスの相乗効果」

利用者アンケート調査結果を基に
システム改善、操作性向上

◆システム操作性の向上◆
リーフレット等をｼｽﾃﾑ未利用法人
約4,000法人に配布し利用促進

◆リーフレット等の配布◆

◆添付書類の省略◆ ◆加入届の電子化開始◆
提出書類 電子届出シス

コスト削減

お客さまの
事務負担軽減

WAM NETの情報等で確認できる
場合は添付書類を省略可能とする

◆添付書類の省略◆
加入届の機能を 追加し運用開始
（平成21年８月）

◆加入届の電子化開始◆

出 状

利用促進の効果

電子届出システムの効果

提出書類の
エラー発生減少
（10分に1減少）

電子届出シス
テムの利用促進
[利用者の増加]
75％⇒79％

安全性確保

約75% 約79%

電子届出システムの利用状況

利用率約79%（高水準）
退職金給付まで
の日数大幅短縮

（お客さま満足度向上）

（利用者・機構事務）

機構の
事務負担軽減

約45%

7,337法人

約62%

9,968法人

約75%

12,141法人

約79%  

12,946法人

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

（お客さま満足度向上）

H18：91.7日
H21：37.6日

コスト削減

給付事務
への重点化

【参考】平成20年度における行政手続きオンライン利用状況
（目標）2010年度までに50％
（実績）国27.5%､独立行政法人等56.1%､地方公共団体27.6%(総務省報道資料)

電子届出システムの利用促進策により利用者が更に増加し、①利用者の事務負担の軽減、②機構

電子届出システム利用者へのアンケート調査において電子届出システム利用者へのアンケート調査において8888％の共済契約％の共済契約
者から事務負担が軽減されたとの回答を者から事務負担が軽減されたとの回答を確保確保
（（⇒⇒評価の視点中の目標値評価の視点中の目標値7070％以上）％以上）

電子届出システム 利用促進策により利用者が更に増加し、①利用者 事務負担 軽減、②機構
における事務の効率化、③退職手当金の給付までの日数の短縮とプラスの相乗効果により、利用者
サービスが大幅に向上
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利用者への制度内容等の周知等・業務指導等の強化（＃72､75）

○ 共済契約者の事務担当者に対する実務研修会等において、制度内容の周知と適正な手続き
に関する指導に努めているか。

○ 必要に応じて共済契約者を直接訪問して個別指導を行っているか。
○ 業務委託先の事務担当者に対する事務打合せ会を実施するほか、必要に応じて業務委託先

を個別に訪問して業務指導の徹底を行っているか

評価の視点

を個別に訪問して業務指導の徹底を行っているか。

平成21年度における取組み

利用者への制度内容等の周知等 業務委託先への業務指導

実務研修会への職員派遣

実務研修会に機構職員を派遣し、制度内容の周知と

利用者への制度内容等の周知等

事務打合せ会の開催

業務委託先への業務指導

業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）の事務担
適正な手続きに関する指導を実施
（40都道府県、延べ55回開催、参加人数6,968人）

個別事務指導の実施等
窓口相談・届出受理の機能強化を図る

当者に対する事務打合せ会を開催し、事務処理の円
滑・適正な実施について注意を喚起

個別事務指導の実施等

共済契約者を直接訪問し、事務取扱の指導等を行う
とともに、サービスの向上を図るため施設の実情等を
調査（件数14件）

加入促進のための制度周知

退職手当共済制度への加入促進を図るため、機構が
開催する経営セミナーにおいて リーフレットの配布

利用者 説明会等により 利用者 手続き面 利便性 向上に努めるとともに 業務委託先

利用者の利便性の向上及び負担の軽減を図る

開催する経営セミナ において、リ フレットの配布
や制度説明を行うなど効果的な制度周知を実施

退職手当共済制度の安定的運営を図る

利用者への説明会等により、利用者の手続き面での利便性の向上に努めるとともに、業務委託先
への業務指導を徹底することにより、窓口相談、届出受理の機能強化を実施

83 独立行政法人福祉医療機構



■ 心身障害者扶養保険事業■ 心身障害者扶養保険事業

地方公共団体が実施している心身障害者扶養共済制度によって、地方公共団体が加入者（障害者
の保護者）に対して負う共済責任を保険する事業

【事業の概要】

の保護者）に対して負う共済責任を保険する事業

加入者数の推移（H15からH21）

（単位：千人）

98.6 96.8 95.3 93.6 93.3 88.4 85.2

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

37 9 39.7 41.3 43.0 44.9 46.7 48.0

（単位：千人）

年金支給人員数の推移（H15からH21）

37.9 .

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

年金支給額の推移（H15からH21）

90.9 95.8 99.8 104.7 108.7 117.0 117.3 

年金支給額の推移（H15からH21）

（単位：億円）

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
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（参考）平成20年度心身障害者扶養保険制度の改正について（概要）

■ 行政改革推進本部等の指摘

◆厚生労働省独立行政法人評価委員会◆
（平成16年8月24日）

◆政策評価・独立行政法人評価委員会◆
（平成18年11月27日）

◆行政改革推進本部決定◆
（平成18年12月24日）

当該事業の繰越欠損金については、その
解消に向けて、検討が進められることとな
っている。

現在、厚生労働省において、制度の見直
しを行っており、その方向性が定まった段
階で、事務及び事業の見直しに係る具体的
な措置を定める。

現在、厚生労働省内において、制度の見
直しを行っており、その結果を踏まえ、次
期中期目標等において、事務及び事業の見
直しに係る具体的な措置を定める。

平成１９年９月２５日、厚生労働省に設置された外部有識者等からなる「心身障害者扶養保険検討
委員会」が、制度見直しの方向について報告書を取りまとめる。（制度改正は平成２０年度から実施）

■ 制度改正の概要

委員会」が、制度見直し 方向に て報告書を取りまとめる。（制度改正は平成 年度から実施）

【給付】

・月額２万円（据置き）

・弔慰金及び脱退一時金は引上げ

（参考）保険料の水準

加入時年齢
新規加入者
（改正後）

既加入者
（改正後）

改正前
保険料月額

弔慰金及び脱退 時金は引上げ

【保険料の見直し】

保険数理に基づき適正な水準に設定

（既加入者は大幅な引上げにならないよう配慮）

歳以上 歳未満 円 円 円

00 ～ 35 9,300 5,600 3,500

35 ～ 40 11,400 6,900 4,500

40 45 14 300 8 700 6 000

【公費による財政支援の延長】

・公費投入規模を維持（国と地方で４６億円ずつ）

・公費投入期間の延長（現状Ｈ２７年）

（保険収支 Ｈ４２年 年金収支 Ｈ６２年）

40 ～ 45 14,300 8,700 6,000

45 ～ 50 17,300 10,600 7,400

50 ～ 55 18,800 11,600 8,900

55 ～ 60 20,700 12,800 10,800
（保険収支：Ｈ４２年、年金収支：Ｈ６２年）

※今後の運用状況により変更あり

55 60 20,700 12,800 10,800

60 ～ 65 23,300 14,500 13,300
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８ 心身障害者扶養保険事業

Ｐ71～83

【評価項目12】

自己評定 Ｂ

評価シート

身障 扶養保険事業
自己評定 Ｂ

【評価項目12の総括】

■財務状況の検証と公表（#76）
○ 平成20年度の決算を踏まえ、外部有識者からなる財務状況検討会で財務状況の

検証を行い、検証結果を取りまとめ、厚生労働省へ報告するとともに、障害者関
係団体 加 者等に公表係団体、加入者等に公表

■運用の基本的考え方（#77､78､85､86）
○ 扶養保険資金については、長期的な観点から安全かつ効率的に行うための基本ポ

ートフォリオに基づいて運用を実施。また、外部有識者からなる心身障害者扶養
保険資産運用委員会において、基本ポートフォリオの検証を実施

■各資産ごとの対ベンチマーク超過収益率（#80､81）■各資産ごとの対ベンチマ ク超過収益率（#80､81）
○ 運用利回りについては、厚生労働大臣の別途指示する運用利回り2.8%を上回る

5.70%を確保することができ、前年度実績（▲5.89％）より大幅に改善したた
め、繰越欠損金が▲16億円減少

■事務担当者会議の開催（#93）
○ 心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るため、地方公共団体と

の連携を強化し、事務処理を適切に実施
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財務状況の検証と公表（＃76）

毎年 養 事 等毎年度、扶養保険事業の財政状況を検証するとともに、加入者等に対し公表している
か。

評価の視点

◆財務状況の検証◆
外部有識者からなる「財務状況検討会」において「心身障害者扶養保険財務状況将来予測」を実施

都道府県
指定都市

障害者
関係団体

加入者

報告書を提出
（９月）

報告書を送付
（９月）

報告書を説明
（10月）

機構ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ公表
（10月）

平成20年度の決算を踏まえ、外部有識者からなる財務状況検討会で財務状況の検証を行い、検証
結果を取りまとめ、厚生労働省へ報告するとともに、障害者関係団体、加入者等に公表
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運用の基本的考え方（＃77､78､85､86）

長期的に維持すべき資産構成割合（以下「基本ポートフォリオ」という。）を、心身
障害者扶養保険資産運用委員会の議を経た上で策定し、扶養保険資金の運用を行ってい
るか。

評価の視点

資産構成状況（平成21年度末）基本ポートフォリオ

心身障害者扶養保険資産運用委員会
の議を経た上で基本ポートフォリオを策定

区 分 時価総額 構成割合

国内債券 42,470百万円 70.4％

国内株式 3 996百万円 6 6％

資産構成状況（平成21年度末）基本ポートフォリオ

区 分 構成割合

国内債券 71.6%

国内株式 7.8%
国内債券

外国債券
7 8%

外国株式
7.8%

短期資産5.0%

国内株式 3,996百万円 6.6％

外国債券 4,185百万円 7.0％

外国株式 4,502百万円 7.5％

短期資産 5,146百万円 8.5％
株式 %

外国債券 7.8%

外国株式 7.8%

短期資産 5.0%

国内債券
71.6%国内株式

7.8%

7.8%
合 計 60,300百万円 100.0％

外国株式
7.5%

短期資産8.5%
基本ポートフォリオに

基づき適切に運用

国内債券
70.4%

国内株式
6.6%

外国債券
7.0%

扶養保険資金の特性
を踏まえ、国内債券
を中心とした安全な

厚生労働大臣が指示する運用利回り
年2.8％

運用を実施

運用扶養保険資金については、長期的な観点から安全かつ効率的に行うための基本ポートフォリ

※基本ポートフォリオ策定に係る目標収益率
⇒ 厚労大臣が指示する利回り2.8%＋信託報酬等0.4％＝3.2％

オに基づいて運用を実施。また、外部有識者からなる心身障害者扶養保険資産運用委員会において、
基本ポートフォリオの検証を実施
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各資産ごとの対ベンチマーク超過収益率（＃85､86）

○ 各年度において、各資産ごとのベンチマーク収益率を確保するよう努めているか。
○ 中期目標期間において、各資産ごとのベンチマーク収益率を確保しているか。

評価の視点

平成21年度の運用環境は、リーマンショック以降、金融危機に対応するため、各国中央銀行が、積極
的な政策金利の引き下げや市場への資金供給を実施するなどの金融緩和政策の効果により 投資家のリス

平成21年度
境

的な政策金利の引き下げや市場への資金供給を実施するなどの金融緩和政策の効果により、投資家のリス
ク許容度が回復に向かったため、平成20年後半以降の落ち込みから大幅に改善

運用環境

運用利回りの推移（Ｈ15～Ｈ21）

H15※ H16 H17 H18 H19 H20 H21

％ ％ ％ ％ ％ ％ %

ベンチマーク収益率との比較
区 分 ベンチマーク 機構実績 差 引

国内債券 2 04％ 1 92％ ▲0 12％

9.54

8 0

10.0

3.67％ 2.98％ 9.54％ 3.05％ ▲3.28％ ▲5.89％ 5.70%
国内債券 2.04％ 1.92％ ▲0.12％

国内株式 28.47％ 28.47％ 0.00％

外国債券 0.18％ 0.03％ ▲0.15％

外国株式 46.75％ 45.13％ ▲1.63％

短期資産 0.08％ 0.18％ 0.11％

※平成15年度は独立行政法人移行後の平成15年度下期実績を記載（参考：通年6.61％）

28.47

46.75

28.47

45.13

（単位：%）
3.67

2.98 3.05

5.70

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0
資産合計 7.35％ 5.70％ ▲1.65%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 機構実績

2.04 0.18 0.081.92 0.03 0.18

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 その他の資産▲ 3.28

▲ 5.89
▲ 6.0

▲ 4.0

▲ 2.0

0.0

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

国内債券 NOMURA－BPI（総合）

国内株式 TOPIX（配当込み）

外国債券 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円貨換算、ヘッジなし)

外国株式
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）・

KOKUSAI（円貨換算、配当込み、GROSS）

短期資産 有担保コールレート翌日物

平成20年度における運用環境の悪化を受け、目標収益
率が確保できなかったため、平成2１年度末で繰越欠損金
の解消には至っておりません。

運用利回りについては 厚生労働大臣の別途指示する運用利回り2 80%を上回る5 70%を確保す運用利回りについては、厚生労働大臣の別途指示する運用利回り2.80%を上回る5.70%を確保す
ることができ、前年度実績（▲5.89％）より大幅に改善したため、繰越欠損金が▲16億円減少
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（参考）心身障害者扶養保険事業における繰越欠損金について

心身障害者扶養保険事業については、平成20年4月の制度改正により、繰越欠損金が解消される見通しとなったとこ
ろであるが、サブプライムローン問題や一昨年9月のリーマン・ショックに端を発する金融危機及びその実体経済への
波及による急激な景気減速から内外株式市場が大幅に下落した影響により、平成20年度までにおいて目標収益率を確保
することができなかったため、繰越欠損金が発生している状況である。

区 分
指示利回り

( )
運用実績

(ｂ)
乖離幅

( ｂ)

厚生労働大臣が指示する運用利回りと運用実績 扶養保険資金の将来支給額の財源構成

20末将来支給額
1 883億円

21末将来支給額
1,910億円区 分

(ａ) (ｂ) (ａ－ｂ)

H19 2.80 ▲3.28 ▲6.08

H20 2.80 ▲5.89 ▲8.69

H21 2.80 5.70 2.90 公費負担

1,883億円

公費負担

, 億円

指示利回り 乖離幅 乖離幅

※H19年度の指示利回りは制度改正時における予定利回りを記載

乖離幅
2.90％

公費負担
1,204億円

公費負担
1,210億円

指示利回り
2.80％

運用実績
▲3.28％

乖離幅
▲6.08％ ▲8.69％

運用実績

運用実績
5.70％

年金資産
567億円

年金資産
603億円

【21年度】
繰越欠損金112億円 繰越欠損金96億円

繰越欠損金が減少（▲16億円）
20末112億円 ⇒ 21末96億円

引き続き 外部専門家からなる「心身障害者扶養保険資産運用委員会」の助言を受け 資金の安全

【19年度】

【20年度】

▲5.89％

引き続き、外部専門家からなる「心身障害者扶養保険資産運用委員会」の助言を受け、資金の安全
かつ効率的な運用に努めることとしている。
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■ 心身障害者扶養保険資金の基本的な運用の仕組み

① 福祉医療機構に対し達成すべき中期目標等を指示 ⑥
心身障害者扶養保険制度全般の合理的かつ円滑

な運営の確保

厚 生 労 働 省 の 役 割

○基本的考え方 ○運用の目標 ○運用利回り
○運用手法等

国・地方公共団体による財政措置等

②
厚生労働大臣から指示された中期目標等を踏ま

えて運用を実行

○基本ポ トフォリオの策定 ○運用受託機関の選定

⑤
運用実績の検証及び財務状況の検証を実施し、

その結果を厚生労働省に対し報告

福 祉 医 療 機 構 の 役 割

○基本ポートフォリオの策定 ○運用受託機関の選定
○評価ベンチマークの設定 ○運用の基本方針の策定

○運用実績の検証 ○財務状況の検証

運 用 受 託 機 関 の 役 割

③
福祉医療機構から示された運用ガイドラインに

基づき資産運用

○ベンチマ ク収益率の確保

④ 福祉医療機構に対し毎月運用実績を報告

○運用実績の報告等

運 用 受 託 機 関 の 役 割

心身障害者扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行う
ため、毎年度、心身障害者扶養保険事業の財政状況を検証するとともに、加入者等に対し公表する。

が
福祉医療機構

○ベンチマーク収益率の確保 ○運用実績の報告等

なお、検証の結果は、厚生労働省に報告するとともに、将来的に当該事業の安定的な運営に支障が見
込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨申出をする。

の責任
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（参考） 心身障害者扶養保険資金の運用体制イメージ図（平成21年度）

 
 
 
 

厚生労働省 

独法評価委員会 評価報告
①中期計 申請 

 
 
 
 

独法評価委員会 

福祉医療機構生命保険

説明（毎年）

評価報告
・中期目標指示
・予定利率指示 

①中期計画の認可申請

②指定金銭信託（単独運用） 
契約の変更認可申請 

認可

 
 

 
 
              特例保険料 

資産運用委員会 
（資産運用の外部専門家で構成）

資金運用委員会 
（役職員で構成） 

福祉医療機構
契約 

生命保険会社 

(生命保険協会) 
心身障害者扶養保険事業財務状況検討会 

（年金数理及び福祉等に関する学識経験者で構成） 

              （46億円） 
 
 

 

 事務局

生命保険契約に係る事務（毎月）

【追加加入、保険金請求等】 

（審議事項） 

①リバランスの指示 

②運用受託機関の選定及び見直し 

（審議事項） 

①基本方針の策定及び見直し 

②基本ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの策定及び見直し

事務局

（審議事項） 

①保険及び年金財政の分析・検討 

②長期収支予測 

特別調整費（46億円）特別調整費（92億円） 
 
 
 
 

都道府県・指定都市 

事務局
（経理部資金課） 

扶養保険約款
指定金銭信託（単独運用）

運用指示 支援

事務局
（共済部扶養保険課） 

結果報告
（毎月） 

支払指示 

                                         特例保険金 

                                                                                   （46億円） 

 
 

運用機関（２社） 年金コンサルタント

指定金銭信託（単独運用）

契約の締結 ①運用及び資産管理に関する 
ガイドラインの交付 

②リバランスの指示 
機構指図書に基づく年

金給付金の支払（毎月） 

 
用機関（ 社）

（パッシブ運用） 資産管理会社 指図
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事務担当者会議の開催（＃93）

心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るため、地方公共団体と相互
の事務処理が適切になされるよう事務担当者会議を開催しているか。

評価の視点

平成21年度の取組み 心身障害者及びその保護者に対するサ ビスの平成21年度の取組み

事務担当者会議の開催

心身障害者及びその保護者に対するサービスの
向上を図るため、心身障害者扶養保険制度を運営
する地方公共団体と連携

心身障害者及び
護≪適切に事務処理を行うため留意事項を徹底≫

○日時：12月4日 ○場所：東京
○出席者：67人（63都道府県市）

相互連携

その保護者

支援
地方公共団体

※ 当初2回開催する予定であったが、地方公共団体からの要望に応じ
１か所開催に変更

制度周知のパンフレットの作成
地方公共団体からの意見 要望等を踏まえたパンフ

相互連携
福祉医療機構

心身障害者扶養
保険制度を運営

≪制度周知のパンフレット≫

地方公共団体からの意見、要望等を踏まえたパンフ
レットを作成

様式の改定
保険法施行に合わせて重要事項説明書等の見直しを

心身障害者及びその保護者に対するサ ビスの向上を図るため 地方公共団体との連携を強化し

保険法施行に合わせて重要事項説明書等の見直しを
行い、様式を改定

心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るため、地方公共団体との連携を強化し、
事務処理を適切に実施
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■ 福祉保健医療情報サービス事業■ 福祉保健医療情報サ ビス事業
（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）

【事業の概要】
ＷＡＭ ＮＥＴ（ワムネット）は、福祉・保健・医療関連の各種情報を幅広く総合的に提供し、

利用機関（行政、福祉医療施設等）同士の情報交換、情報発信の場を提供

【事業の概要】
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９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）

Ｐ84～88

【評価項目13】

自己評定 Ａ

評価シート

福祉保健 療情報 事業（ 事業）
自己評定 Ａ

【評価項目13の総括】

■提供情報の質の向上（#94）
○ 都道府県や国と連携を図り最新の情報を迅速に提供

さらに、福祉医療政策の動向を踏まえ、診療報酬改定に関する情報をピックアップ
情報を集約 分かりやすく提供するなど利 者 利便性 向上を実現し、情報を集約して、分かりやすく提供するなど利用者の利便性の向上を実現

■利用者数及び利用者満足度の向上（#95）
○ 提供情報の質の向上やＰＲ活動の実施等により、ＷＡＭ ＮＥＴの利用促進及び利用

者満足度の向上を図り、アクセス件数、満足度など各種数値目標を達成

■ＷＡＭ ＮＥＴ基盤の活用（#96）
○ ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した看護師等養成所報告管理システム等を適切に運用○ ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した看護師等養成所報告管理システム等を適切に運用

○ 機構業務の効率的実施を推進するためＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した電子申請を推進

■広告収入等の自己収入の拡大（#97）
○ 専用サイトの利用料徴収等の新たな自己収入の増加策について検討してきたが、利

用料を徴収することになると利用者が減少し、同サイトの本来の役割を果たすこと
ができなくなる恐れがあることから、利用料の徴収は適切ではないと結論
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提供情報の質の向上（＃94）

福祉保健医療情報に対する国民のニーズに対応し、介護関係情報、障害者福祉関係情
報、医療関係情報等の提供事業に重点化を図るとともに、質の向上に努めているか。

評価の視点

最新情報を迅速に提供 情報を分かりやすく提供

都道府県や国と連携を図り介護関係、医療関
係、障害関係の最新の情報を迅速に提供

最新情報を迅速に提供

福祉医療政策の動向を踏まえ、診療報酬改定
などに関する情報をピックアップし、情報を集
約して、分かりやすく提供

情報を分かりやすく提供

都道府県
指定都市

約して、分かりやすく提供
情報を

ピックアップ！

連携強化
情
報
発
信

情
報
発
信

連携強化
国の検討会等資料
をまとめて提供

機構の支援内容

情報発信
情報発信 情報発信

機構の支援内容
を案内

関連法人・団体
へのリンク

○ 都道府県や国と連携を図り最新の情報を迅速に提供
○ さらに 福祉医療政策の動向を踏まえ 診療報酬改定に関する情報をピ クア プし 情報を○ さらに、福祉医療政策の動向を踏まえ、診療報酬改定に関する情報をピックアップし、情報を

集約して、分かりやすく提供するなど利用者の利便性の向上を実現
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（参考）障害者就労支援情報コーナー（はたらきパーク）

障害者の就労を促進するため、「障害者就労支援情報コーナー」を設置し、施設・企業の障害者就労に
関する取組の事例を、先進事例、地域連携、就労支援、工賃アップの視点から取材し、写真と動画と共に
楽しい記事で紹介楽しい記事で紹介

提供している情報
助成事業部と連携を図り 障害者就労支援事業

◆先進事例◆
他にはない先進的な事業を展
開する事例を紹介

◆地域連携◆
地域と連携をしながら発展す
る事例を紹介

助成事業部と連携を図り、障害者就労支援事業
の優良な取組みを動画付きの記事で紹介

◆工賃アップ◆
事業を活性化し、工賃を伸ば
している事例を紹介。

◆就労支援◆
一般就労へ向けた取り組みと
して優秀な事例を紹介

◆助成先訪問◆
当機構の助成事業で、障害者
の就労支援に積極的に取り組

就労移行支援事業及び就労継続支援事業を行 ている障害福祉サ ビス事業者の優良事例を紹介

んでいる事例を紹介

就労移行支援事業及び就労継続支援事業を行っている障害福祉サービス事業者の優良事例を紹介
し、障害者の就労を促進
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利用者数及び利用者満足度の向上（＃95）

年間アクセス件数、利用機関登録数及び利用者満足度について、中期計画を達成しているか。
（中期計画：アクセス1,400万件以上、利用機関7.5万件以上（年度計画7.2万件以上）、満足
度90％以上）

評価の視点

利用機関登録数アクセス件数（目標1 400万件以上） 利用機関登録数

（目標）7.2万件 ⇒ （実績）8.1万件

年度計画達成
8.1 

（単位：万件）

アクセス件数（目標1,400万件以上）

（目標）1,400万件 ⇒ （実績）1,412万件 年度計画達成

20,831 
21,610 

ヒット件数についても、前年度（2億831万件）を約780万件
上回る2億1,610万件を確保

（単位：万件）

ヒット件数

4.6 
5.3 

6.3 6.7 7.0 

順調に増加

13,077 

15,046 
15,746 

ヒット件数

満足度指数

H16 H17 H18 H19 H20 H21

（目標）90％ ⇒ （実績）90.3％

トップページ
アクセス件数

7,917 

88.2 89.8 90.0 90.7 90.4 90.3 

（単位：％）

（目標）90％ （実績）90.3％

年度計画達成

773 

1,436 1,578 1,343 1,354 1,412 

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H16 H17 H18 H19 H20 H21

高水準を維持

提供情報の質の向上やＰＲ活動の実施等により ＷＡＭ ＮＥＴの利用促進及び利用者満足度の提供情報の質の向上やＰＲ活動の実施等により、ＷＡＭ ＮＥＴの利用促進及び利用者満足度の
向上を図り、アクセス件数、満足度など各種数値目標を達成
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（参考）アクセス件数とヒット件数の違い

アクセス件数 ヒット件数
ＷＡＭ ＮＥＴトップページから

閲覧した利用者数をカウント
ＷＡＭ ＮＥＴ上の情報を
閲覧した件数をカウント

カウント
ＷＡＭ ＮＥＴ

閲覧した利用者数をカウント 閲覧した件数をカウント

○

検索サイトにて

ＷＡＭ ＮＥＴ
利 用 者トップページ

へアクセス
トップページにはアク

セスせず、「検索サイト」
や「お気に入り」から、
直接情報を閲覧する

トップ
ページ

検索サイトにて
情報を検索

直接情報を閲覧する。

介護情報 医療情報
障害者

福祉情報 カウントされない

検索サイトから
アクセス

介護情報 医療情報
障害者

福祉情報カウントされる

検索サイトから
アクセス

高齢者
福祉情報

児童
福祉情報

行政資料

ト プペ ジから 閲覧者 みカウ ト

カウント

×
カウント

○

高齢者
福祉情報

児童
福祉情報

行政資料

情報を閲覧した件数すべてをカウ トトップページからの閲覧者のみカウント × ○ 情報を閲覧した件数すべてをカウント
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ＷＡＭ ＮＥＴ基盤の活用（＃96）

国の福祉保健医療施策及び機構業務の効率的実施を推進するためにＷＡＭ ＮＥＴ基盤
を活用しているか。

評価の視点

Ｗ 基盤 活用

看護師等養成所事業報告書等 退職手当共済

ＷＡＭ ＮＥＴ基盤の活用

看護師等養成所
報告管理システム

厚生労働省からの委託業務である

事業報告書等
の電子報告システム

福祉医療貸付事業の貸付先が提出す

退職手当共済
電子届出システム

施設等新設届・申出書・加入届に

「看護師等養成所報告管理システム」
等を適切に運用

る事業報告書等の電子報告システム

≪利用率55％≫
ついての電子届出システム

≪利用率79％≫

効 果

機構業務の効率的実施 国の福祉保健医療施策の推進

事業報告書等の電子報告システムや退職手当共済電子届出システムなど 機構業務の効率的実施を

機構業務の効率的実施 国の福祉保健医療施策の推進

事業報告書等の電子報告システムや退職手当共済電子届出システムなど、 機構業務の効率的実施を
推進するため、ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用
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広告収入等の自己収入の拡大（＃97）

○ 自己収入の確保について、広告収入等の自己収入の拡大に努め、中期計画を達成している
か。（中期計画：平成24年度末において1,500万円以上）

○ 専用サイトについては利用料を徴収するなど、新たな自己収入の増加策について検討し、
業務・システム最適化計画の実施に合わせて平成21年度末までに結論を得、更なる自己収
入の拡大を図っているか

評価の視点

入の拡大を図っているか。

（単位：千円）

ＷＡＭ ＮＥＴにおける自己収入確保額の推移

昨年度と
概ね同額を確保

広告収入確保の取組み

ワムネットプラスにおいて民間企業とのタイアップ
し企業の特集コーナーを立上げ広告収入を

2,880

10,426 11,062 10,978 10,720 
15,000 

［目標］

概ね同額を確保

認知症分野における第一
人者である本間昭医師によ
る認知症ケアなどに関する

し企業の特集コ ナ を立上げ広告収入を
確保（平成21年10月～）

2,880 

H17 H18 H19 H20 H21 Ｈ24末

昨今の経済情勢を鑑み、広告掲載料の引き下げを実施したことにより
収入総額は若干減少

昨今の経済情勢を鑑み、広告掲載料の引き下げを実施したことにより
収入総額は若干減少

る認知症ケアなどに関する
事情・情報をコラム形式で
お届けします。

専用サイトの利用料徴収の検討結果等

WAM NETに係る自己収入の増加策について検討を行ってきたが、ＷＡＭ ＮＥＴにおいて提供している行政情報や福祉、介護、
医療サービス等に関わる事業者の情報は、地域で安心して暮らすことができる社会を構築していく上で、誰しもが必要とする公共
性の高い情報であり、国民が等しくこれを利用できる必要がある。しかしながら、これらの情報の利用について費用負担を求める

専用サイトの利用料徴収の検討結果等

場合には、経済的な余裕の有無によってその利用ができなくなる者が生じる恐れがあり、ＷＡＭ ＮＥＴ事業の趣旨が損なわれるこ
とになりかねない。

また、専用サイトの利用者に限って利用料を徴収することについても検討を行ったが、専用サイトは、会員登録された機関の情
報発信・情報交換の場として活用いただいているものであり、登録者が情報を書き込むことによって成り立つ情報サイトである。
利用料を徴収することにより利用機関登録者が減少することとなれば、同サイトを設置する意義が失われることが懸念される。

とか 徴 適 な と 結論を出 と あ が 今後 おけ 自 確保策と 本
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以上のことから、利用料の徴収は適切ではないとの結論を出したところであるが、今後における自己収入の確保策としては、本
来の事業の目的に反しない範囲内において広告収入などを中心に可能な限りの収入を確保していく。
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10 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 【評価項目14】

承継年金住宅融資等債権管理回収業務
承継教育資金貸付けあっせん業務

【評価項目15】11

■ 財務内容の改善に関する事項 【評価項目16】

■ 人事に関する事項 【評価項目17】
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■ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業■ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

厚生年金保険、国民年金及び労働者災害補償保険の年金を受けている方に、年金受給権を担保にす

【事業の概要】
厚生年金保険、国民年金及び労働者災害補償保険 年金を受けて る方に、年金受給権を担保にす

る特例措置として、必要な小口資金を低利で融資し、高齢者等の生活の安定を支援

年金担保・労災年金担保貸付事業のしくみ
無理のない返済となるよう配慮した制度変更により融資実績が減少

融資実績と融資残高の推移

年金
受給者

代理店
（金融機関）

①借入申込

⑤貸付資金

⑨返済･

⑧剰余金
交付

204,540件

217,146件

210,824件

214,187件
210,983件

214,228件

299,105件

322,988件

309,484件

329,929件

335,159件
337,207件

年金担保貸付（融資実績） 年金担保貸付（残高）

213,087件

347,873件

完済剰余金

②借入
申込報告

④資金
交付

2,364

億円

2,398

億円
2,292

億円 2,104

億円
1,992

億円
1,944

億円
1,868

億円

2,159

億円

2,191

億円
2,129

億円
1,993

億円
1,915

億円
1,888

億円
1,863

億円

厚生労働省

⑥担保設定

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

3,840件

3,945件

労災年金担保貸付（融資実績）

6,126件
5,903件

6,199件

労災年金担保貸付（残高）

6,166件

厚生労働省
社会保険庁 ⑦年金支払い

③審査

福祉医療機構

60

億円
59

億円
55

億円
53

億円
51

億円
50

億円

3,665件

3,840件
3,786件

3,737件

53

億円

56

億円
53

億円
52

億円
50

億円

50

億円

5,144件3,731件

③

（注）⑧・⑨は、定額償還選択又は完済時
１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

103 独立行政法人福祉医療機構



10 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

Ｐ89～94

【評価項目14】

自己評定 Ａ

評価シート

年 保貸付事業及 災年 保貸付事業
自己評定 Ａ

【評価項目14の総括】

■利率設定方式の見直し（#98）
○ 貸付原資の自己調達化及び運営費交付金の廃止に伴う業務運営コストを適切に貸

付金利に反映し、当期未処分利益を確保

■無理のない返済に配慮した審査等（#99､100）
○ 平成22年2月から取扱変更を行い、利用者にとって、必要な資金を融資し無理の

ない返済となるよう配慮した取扱い及び貸付後の返済方法などの返済条件の緩和
等を実施

■貸付制度の周知（#101）
○ 貸付制度の周知及び無理のない借入れなどの注意を促すため、ホームページや○ 貸付制度の周知及び無理のない借入れなどの注意を促すため、ホ ムペ ジや

リーフレット等による広報を実施

■受託金融機関に対する制度周知（#103）
○ 受託金融機関の窓口等における利用者への適切な対応を実施するため 受託金融○ 受託金融機関の窓口等における利用者への適切な対応を実施するため、受託金融

機関事務打合せ会議（９回）を開催し、更なる制度の周知を徹底
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利率設定方式の見直し（＃９8）

○ 運営費交付金の廃止、及び年金担保貸付事業における貸付原資の自己調達化を踏ま
え、業務運営コストを分析し、その適正化を図っているか。

○ 貸付金利に業務運営コストを適切に反映する利率の設定方式となっているか。
評価の視点

年金担保貸付事業 労災年金担保貸付事業

利率設定方式の見直し 利率設定方式の見直し利率設定方式の見直し

貸付原資の自己調達化（20年度）

独立行政法人整理合理化計画等に基づく

利率設定方式の見直し

運営費交付金の廃止（20年度）

独立行政法人整理合理化計画等に基づく

貸付原資の自己調達化（20年度）

運営費交付金の廃止（20年度）

運営費交付金の廃止（20年度）

※貸付原資は国からの出資金のみ

適切に利率を設定
1.9%（H22年2月）

適切に利率を設定
0.9%（H22年2月）

貸付原資の自己調達化及び運営費交付金の廃止に伴う業務運営コストを適切に貸付金利に反映し、

当期未処分利益381百万円を確保 当期未処分利益7百万円を確保

当期未処分利益を確保
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無理のない返済に配慮した審査等（＃99､100）

○ 利用者の利便性に配慮するとともに、借入申込時に年金受給者にとって無理のない
返済となるように配慮した審査等を行っているか。

○ 貸付後の返済方法などの返済条件の緩和の必要性について検討し、適切な措置を講
じているか。

評価の視点

一時的な資金が必要となった場合
小口資金を低利で融資

悪質な貸金業者からの
高利融資による生活困窮の防止事業の役割

「独立行政法人福祉医療機構法案参議院附帯決議(14.12.5）」
「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院財務金融委員会決議(16.11.24)」（趣旨）
⇒ 利用者の利便性に配慮するとともに年金受給者にとって

≪課題≫
借入後の生活を考慮しない安易な

利用により生活困窮に陥る事例が発生
⇒ 利用者の利便性に配慮するとともに年金受給者にとって

無理のない返済となるよう考慮した運用の改善に努めること。

これまでの対応

利用により生活困窮に陥る事例が発生

定額返済方式の導入
（H17年10月）

生活保護受給中の利用制限
（H18年7月）

資金の必要額等
満額返済の廃止

返済条件の

◆ 平成22年2月から更なる取組みを実施 ◆

返済回数の増加
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の確認強化
満額返済の廃止

緩和措置の導入
返済回数の増加



■ 年金担保貸付事業取扱変更の内容（平成22年2月実施）

平成平成2222年年22月から月から平成平成2222年年22月から月から
公的年金担保融資が変わりました公的年金担保融資が変わりました

資金の必要額等
の確認強化

満額返済の廃止 返済回数の増加
返済条件の

緩和措置の導入

金融機関窓口で
資金の必要性を確認

定額返済のみとし
年金の一定額を返戻

返済回数を増加し１回あ
たりの返済額を減額

（12回以内⇒15回以内）

生活困窮となった場合に
１回あたりの返済額につ

いて変更が可能

利用者にとって
真に必要な資金を融資

利用者の生活困窮
の防止に寄与

利用者の生活困窮
の防止に寄与

生活困窮となった
利用者の生活を支援

利用22年2月から取扱変更を行い、利用者にとって、必要な資金を融資し無理のない返済となる
よう配慮した取扱い及び貸付後の返済方法などの返済条件の緩和等を実施

107 独立行政法人福祉医療機構

よ 配慮 た取扱 及び貸付後 返済方法な 返済条件 緩和等を実施



貸付制度の周知（＃101）

評価の視点 利用者に対し、ホームページ、リーフレット等による制度周知を図っているか。

貸付制度の周知
無理 な 借 れなど 注意喚起

平成22年2月の
制度 扱変 知無理のない借入れなどの注意喚起 制度取扱変更の周知

○ リーフレットの配布（145万部）
（受託金融機関、社会保険事務所、法テラス等）

○ プレス発表（平成21年12月）
○ ポスタ チラシ等の配布（50万部）

○ 低所得者、多重債務者等への相談等を行う
団体への情報提供

○ 機構ホームページによる広報

○ ポスター、チラシ等の配布（50万部）
（全国の社会福祉協議会、消費者センター等）

○ 機構ホームページによる広報

貸付制度の周知を図るとともに、生活に無理のない借入れなどの注意を促すため、ホームページや
リーフレット等による広報を実施

受託金融機関に対する事務 扱 周知（ ）受託金融機関に対する事務取扱の周知（＃103）

評価の視点
受託金融機関事務打合せ会議の開催場所、回数等を見直し、更なる周知徹底に努め

ているか。

【受託金融機関事務打合会議の開催】
◆ 開催状況：全国7か所9回開催（北海道、仙台、東京3回、名古屋、大阪、岡山、福岡）
◆ 参加金融機関数：312機関（75.7％）［参考：受託金融機関数412機関］

受託金融機関の窓口等における利用者への適切な対応を実施するため、受託金融機関事務打合せ
会議（９回）を開催し、更なる制度の周知を徹底
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■
承継年金住宅融資等債権管理回収業務
承継教育資金貸付けあ せん業務■

○ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務

承継教育資金貸付けあっせん業務

年金住宅融資等債権の管理・回収業務であり、回収した資金を年金特別会計へ納付
（平成18年4月より年金資金運用基金が行っていた年金住宅融資等債権の管理・回収

業務を承継）

【事業の概要】

業務を承継）

【福祉施設設置整備資金貸付】

承継年金住宅融資等債権管理回収業務のしくみ

事業主等 返済

【福祉施設設置整備資金貸付】

受託金融機関 回金

国

被保険者 返済
事業主

転貸法人
受託金融

機関

【年金住宅資金貸付（転貸融資）】

返済 回金

福
祉
医
療

納付

（
年
金
特
別

住宅金融支援機構
沖縄振興開発金融公庫

【年金住宅資金貸付（併せ貸し）】

被保険者 返済 回金

療
機
構

別
会
計
）

被保険者 返済

再受託金融機関
回金
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◇ 平成21年度の事業概況

709,455件

638,212件

【 融資残高と融資残高件数の推移 】
18年度以降残高減少額

1兆6,827億円

531,799件
480,391件

424,940件

3兆7,330

億円 3兆2,883

億円 2兆7,231

億円 2兆3 987億円 2兆3,987

億円 2兆503

億円

H17末 H18末 H19末 H20末 H21末

区 分 H18年度分 H19年度分 H20年度分 H21年度分

【 年金特別会計への納付額 】

元 本 償 還 分 4,424億円 5,647億円 3,241億円 3,481億円

利 息 分 等 1,283億円 1,114億円 913億円 780億円

合 計 5,707億円 6,761億円 4,154億円 4,261億円
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※ 独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第6項の規定に基づき、償還元金及び利息
については、国庫納付するものである。



11

Ｐ95～99

【評価項目15】

自己評定 Ａ

評価シート

承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金
貸付けあっせん業務 自己評定 Ａ貸付けあっせん業務

【評価項目15の総括】

■貸付先の財務分析・保証機関等の評価等（#104､105､106）
○ 貸付先の財務状況等の分析を行い、必要に応じて個別の法人へのヒアリングの実施
○ 解散等が考えられる生協については、受託金融機関と債権譲渡等の検討を実施。

また 保証機関 保証履行能力を評価するなど 適切に債権を保全また、保証機関の保証履行能力を評価するなど、適切に債権を保全

■財務状況等を勘案した自己査定の実施（#107）
○ 貸付金の自己査定基準に基づき、貸付先の財務諸表を勘案した債権分類を行い、貸

倒引当金を適正に計上倒引当金を適正に計上

■適時的確な債権回収（#110､111）
○ 適時的確に債権回収を行うことにより延滞債権の発生を抑制するとともに、ローン

返済困窮者等に関しては 返済条件の変更措置を講じ生活の安定を支援しつつ将来返済困窮者等に関しては、返済条件の変更措置を講じ生活の安定を支援しつつ将来
の元利金の返済を確保

■延滞債権への対応（#111）
○ 長期延滞債権について 受託金融機関に対し保証人の調査等の指示を行うととも○ 長期延滞債権について、受託金融機関に対し保証人の調査等の指示を行うととも

に、必要に応じ、保証機関又は保証人に対する保証履行請求及び担保物件の処分を
実施
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貸付先の財務分析・保証機関等の評価等（＃104､105､106）

関係行政機関及び受託金融機関と連携しつつ、年１回、貸付先の財務状況等の把握及び分析
を行うとともに、適時、担保物件及び保証機関又は保証人の保証履行能力の評価等を行っているか。評価の視点

貸付先の財務状況等の把握・分析 保証機関等の評価等

【転貸法人】 【住宅生活協同組合】 【保証人】【保証機関】【転貸法人】
平成20年度決算書の提出を求め

財務状況等を分析

【住宅生活協同組合】
受託金融機関から生協の現状報告･決算
書をの提出を求め、財務状況等を分析

必要に応じ
個別ヒアリングを実施

解散等が考えられる生協について
受託金融機関と債権譲渡を検討

【保証人】
受託金融機関から

報告を求め

【保証機関】
財務状況の分析及び

評価を実施

保証履行能力
の評価等を実施

必要に応じ
保証人の追加等を指示

○ 貸付先の財務状況等の分析を行い、必要に応じて個別の法人へのヒアリングの実施

個別ヒアリングを実施 受託金融機関と債権譲渡を検討

【受託金融機関事務打合会議の開催】開催状況：全国7か所9回開催 参加金融機関数：246機関（参考：受託金融機関数471機関）

の評価等を実施 保証人の追加等を指示

○ 解散等が考えられる生協については、受託金融機関と債権譲渡等の検討を実施。また、保証機
関の保証履行能力を評価するなど、適切に債権を保全

財務状況等を勘案した自己査定の実施（＃107）財務状況等を勘案した自己査定の実施（＃107）

年金住宅融資等債権について、年１回、回収の難易度に応じた債権分類の実施又は見直しを行ってい
るか。

評価の視点

財務諸表の 貸倒引当金を機関保証の有無

貸付金 自 査定基準 基づき 貸付先 財務諸表を分析 債務者 分を実施す ととも 機

貸 付 先
財務諸表の

提出を求め・分析
貸倒引当金を
適正に計上

機関保証の有無
担保処分見込額を勘案

※ 機関保証付き債権を除いたリスク管理債権比率1.20％（承継年金住宅融資等債権の94.1%は機関保証付き債権）

貸付金の自己査定基準に基づき、貸付先の財務諸表を分析して債務者区分を実施するとともに、機関
保証の有無及び担保処分見込額を勘案して貸倒引当金を適正に計上
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適時的確な債権回収（＃109､110）

年金住宅融資等債権について、担保や保証の状況等に応じて適時的確に債権回収を行い、延滞債権の
発生の抑制に努めたか。

評価の視点

貸付金 承継年金住宅融資等債権管理回収業務においては、金銭消費貸借契約証書の内容により作成した償
還予定表に基づき 支払期日（基本的に9月と3月の年2回）に 貸付先から 償還元金及び利息の回

解散を予定している貸付先への対応 返済条件の変更措置の実施等

の回収計画
還予定表に基づき、支払期日（基本的に9月と3月の年2回）に、貸付先から、償還元金及び利息の回
収を行うとともに、入金状況を把握するなど、回収金等の管理を実施

≪ローン返済困窮者≫ ≪中小企業金融円滑化法の施行≫

○ 返済条件の変更：1,206件
○ 民事再生法の適用による返済

条件の変更：60件

返済条件の変更措置の拡充（元
金償還猶予中の利息軽減）を検
討（平成22年4月施行）

解散を予定している２貸付先について、
関係行政機関及び受託金融機関との協議の
うえ、受託金融機関への債権譲渡により債
権回収を実施（実績139百万円）

適時的確に債権回収を行うことにより延滞債権の発生を抑制するとともに、ローン返済困窮者等に
関しては 返済条件の変更措置を講じ生活の安定を支援しつつ将来の元利金の返済を確保

延滞債権への対応（＃111）

関しては、返済条件の変更措置を講じ生活の安定を支援しつつ将来の元利金の返済を確保

延滞債権について、貸付先に対する督促、保証機関又は保証人に対する保証履行請求及び担保物件の
処分等を適切に行うことにより、早期の債権回収に努めているか。

評価の視点

長期延滞債権について 受託金融機関に対し保証人の調査等の指示を行うとともに 必要に応じ長期延滞債権について、受託金融機関に対し保証人の調査等の指示を行うとともに、必要に応じ、
保証機関又は保証人に対する保証履行請求及び担保物件の処分を実施
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○ 承継教育資金貸付けあっせん業務○ 承継教育資金貸付けあっせん業務

当該業務については、平成19年12月24日付で、閣議決定された独立行政法人整理
合理化計画において 平成20年度から業務を休止することとされたため 業務を休止合理化計画において、平成20年度から業務を休止することとされたため、業務を休止
している。

（福祉医療機構ホームページ）
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■■ 財務内容の改善に関する事項財務内容の改善に関する事項

Ｐ100～105

【評価項目16】

自己評定 Ａ

評価シート

■■ 財務内容の改善に関する事項財務内容の改善に関する事項

【評価項目16の総括】

自己評定 Ａ

■収支状況
○ 平成21年度は全勘定において収支相償ないし当期総利益を計上

■運営費交付金以外の収入の確保（#113）■運営費交付金以外の収入の確保（#113）
○ 福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業において、両事業合計

で予算額を上回る自己収入を確保

■財投機関債の発行等による資金調達（#114）■財投機関債の発行等による資金調達（#114）
○ ＩＲ（投資家向けの広報活動）を積極的に実施（41件）するとともに、市場環境

に沿った適切な発行条件を設定することにより円滑な資金調達を実施

■保有資産の見直し（#116）
○ 整理合理化計画の指摘に基づき適切に対応を図るとともに、他の保有資産につい

ても利用状況等の確認を実施
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◆ 法人全体の収支状況 ◆

区 分 当期損失が発生した勘定 法人全体の収支

平成15年度 般勘定 共済勘定 保険勘定 年金担保貸付勘定 ▲67億円

《年度別の収支状況》

平成15年度 一般勘定、共済勘定、保険勘定、年金担保貸付勘定 ▲67億円

平成16年度 共済勘定、保険勘定 ▲18億円

平成17年度 労災年金担保貸付勘定 20億円平成 年度 労災年金担保貸付勘定 億円

平成18年度 保険勘定 1,301億円

平成19年度 長寿・子育て・障害者基金勘定、保険勘定 1,068億円

平成20年度 なし 1,291億円

平成21年度 なし 808億円

《平成21年度勘定別利益額》

一般勘定
長寿・子育て・
障害者基金勘定 共済勘定 保険勘定

年金担保
貸付勘定

労災年金担
保貸付勘定

承継債権管
理回収勘定

承継教育資金貸付
けあっせん勘定 法人全体

808 1 600 381 7 78 008 80 807
－

808
百万円

－
1,600
百万円

381
百万円

7
百万円

78,008
百万円

休止中
80,807

百万円

平成21年度は全勘定において収支相償ないし当期総利益を計上
⇒ 法人全体では808億円の当期利益（うち承継債権管理回収勘定780億円）⇒ 法人全体では808億円の当期利益（うち承継債権管理回収勘定780億円）
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（参考）平成21年度財政状況（法人全体）

＜貸借対照表＞ （単位：百万円）

資 産 の 部 金 額 負 債 の 部 金 額

流動資産 1,303,722 流動負債 378,235

資産構成割合資産構成割合

≪≪法人全体の資産：約法人全体の資産：約66兆兆1,3961,396億円億円≫≫
流動資産 1,303,722 流動負債 378,235

現金及び預金等 797,164
１年以内返済予定

借入金・債券等
357,894

１年以内回収予定

長期貸付金
490,495 その他 20,340

その他 16 064 固定負債 2 918 218

⇒ 法人全体の資産のうち、一般勘定及び承継債権
管理回収勘定の2勘定で約90.9％の約5兆5,834
億円を占める

その他 16,064 固定負債 2,918,218

固定資産 4,835,851 借入金・債券等 2,916,100

有形固定資産 2,895 その他 2,119

法令に基づく

区 分 資産額

一般勘定 3,107,950

長寿・子育て・
障害者基金勘定

289,305

（単位：百万円）

一般

50.6%

承継

40.3%

無形固定資産 1,024
法令に基づく
引当金等

79,517

長期貸付金等 4,831,197 負債合計 3,375,970

その他 734 純 資 産 の 部

障害者基金勘定
289,305

共済勘定 12,793

保険勘定 60,359

年金担保
貸付勘定

187,790

基金
年担

労担

0.1%

Ⅰ資本金 2,685,298

Ⅱ資本剰余金 △1,100

Ⅲ利益剰余金 71,553

貸付勘定
187,790

労災年金担保
貸付勘定

5,946

承継債権管理
回収勘定

2,475,426
基金

4.7%共済

0.2%

保険

1.0%

年担

3.1%
Ⅳその他有価証券

評価差額金
7,853

純資産合計 2,763,603

資産合計 6,139,573 負債純資産合計 6,139,573

法人全体 6,139,573

⇒ 法人全体の資産のうち、貸付事業における長期
貸付金等が約86 9%の約5兆3 397億円を占める
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貸付金等が約86.9%の約5兆3,397億円を占める



（参考）平成21年度経営状況（法人全体）

＜損益計算書＞
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
区 分 金 額

当期利益金の発生要因当期利益金の発生要因

科 目 金 額 科 目 金 額

経常費用 181,986 経常収益 271,937

業務費 180,710 補助金等収益等 59,478

業務経費等 178 674 自己収入等 210 538

一般勘定 －

長寿・子育て・障害者基金勘定 808百万円

共済勘定 －

保険勘定 1,600百万円
業務経費等 178,674 自己収入等 210,538

人件費 1,642 その他 1,920

減価償却費 393 臨時利益 1,030

年金担保貸付勘定 381百万円

労災年金担保貸付勘定 7百万円

承継債権管理回収勘定 78,008百万円

法 人 全 体 80,807百万円

一般管理費 1,275 その他調整額 52

管理経費等 415

人件費 844

（注）単位未満を切り捨てているため、合計において一致しないものである。

承継債権管理回収勘定承継債権管理回収勘定

年金住宅資金等貸付金利息収入等を確保したことによるもの。な
お、当期利益780億円については、積立金として整理した後、平成
21年度に回収された債権の元本の額3 481億円を加えた4 261億

減価償却費 15

臨時損失 10,227 保険勘定保険勘定

21年度に回収された債権の元本の額3,481億円を加えた4,261億
円を国庫納付するもの。（平成22年7月10日国庫納付予定）

運用環境の好転により運用益を確保したことによるもの。なお、
当期利益約16億円を前期までの繰越欠損金（112億円）に充当し

当期総利益 80,807

合 計 273,020 合 計 273,020

（注）単位未満を切り捨てているため 合計において 致しないものである

長寿・子育て・障害者基金勘定長寿・子育て・障害者基金勘定

当期利益約16億円を前期までの繰越欠損金（112億円）に充当し
た結果、平成21年度末の繰越欠損金は96億円まで減少している。

運用収入の範囲内で事業を実施したこと、事業の財源が補助金及
び運営交付金に変更となるため 賞与引当金及び退職給付引当金を
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運営費交付金以外の収入の確保（＃113）

福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業については、それぞれの事
業目的を損なわない範囲で自己収入の確保に努めているか。

評価の視点

◆福祉医療経営指導事業収入◆ 実績額の推移（H17～H21）◆福祉医療経営指導事業収入◆

福祉医療経営指導事業において、セミナー受講者
数及び個別経営診断件数の増加により、予算額以上
の経営指導事業収入を確保

福祉医療
経営指導事業収入

福祉保健医療情報
サービス事業収入

実績額の推移（H17～H21）
（単位：百万円）

実績45百万円
（予算34百万円）

35 34
39

45

◆福祉保健医療情報サービス事業収入◆

昨今の経済情勢を鑑み、広告掲載料の引き下げを

33

35 34
39

実績20百万円

昨今の経済情勢を鑑み、広告掲載料の引き下げを
実施したことにより、掲載件数は伸びたものの収入
総額は若干減少

12 19 20 20 20

実績20百万円
（予算20百万円）

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サ ビス事業において 両事業合計で予算額を上回る福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業において、両事業合計で予算額を上回る
自己収入を確保
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財投機関債の発行等による資金調達（＃116）

◆財投機関債発行実績（平成21年度）

福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業において、財投機関債の発行等による資金調
達を適切に行っているか。

評価の視点

使 途 金 額 年 限 利 率 発行日使 途 金 額 年 限 利 率 発行日

福祉医療貸付事業 100億円 10年 1.74%（国債＋0.20%） 06月17日

年金担保貸付事業
240億円 3年 0.70%（国債＋0.18%） 06月17日

100億円 3年 0.34%（国債＋0.10%） 12月17日

ＩＲ（投資家向けの広報活動）を積極的に実施（41件）するとともに、市場環境に沿った適切な
発行条件を設定することにより円滑な資金調達を実施

合 計 440億円

（参考）福祉医療機構債券（財投機関債）の平成21年度末残高

区 分 般勘定 年担勘定 合 計

（参考）資金調達の構成割合

区 分 一般勘定 年担勘定 全 体

3年債

20年債

9.7%

区 分 一般勘定 年担勘定 合 計

3年債 ー 1,350億円 1,350億円

10年債 1,440億円 ー 1,440億円

財政融資資金 29,105億円 244億円 29,349億円

財投機関債 1,740億円 1,350億円 3,090億円

民間借入金 42億円 260億円 302億円

合 計 30,887億円 1,853億円 32,740億円

43.7%

10年債

46.6%

21末残高
3,090
億円

20年債 300億円 ー 300億円

合 計 1,740億円 1,350億円 3,090億円

一般勘定 年担勘定 全 体

財投

財投機関債
5.6%

財投
13.1%

財投機関債 財投

財投機関債
9.4%

民間借入金
0.2%

民間借入金
14.0%

民間借入金
1.0%

※一般勘定：福祉医療貸付事業の貸付原資に充当
※年担勘定：年金担保貸付事業の貸付原資に充当

財投
94.2%

財投機関債
72.9%

財投
89.6%
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保有資産の見直し（＃118）

宝塚宿舎等の売却については、計画どおり適切に実施しているか。評価の視点

整理合理化計画における指摘及びその取組状況

○戸塚宿舎、宝塚宿舎等（7件）を速やかに売却する。

戸塚宿舎 宝塚宿舎等 平成22年度中に[Ｈ20年12月] [Ｈ21年12月]戸塚宿舎、宝塚宿舎等
（７件）の売却

平成22年度中に
入札手続きを実施予定

[Ｈ20年12月]
一般競争入札実施

（入札結果）不調・不落

[Ｈ21年12月]
売却手続き再開
不動産鑑定評価

○公庫総合運動場については、平成20年10月に向け、共有法人と整理について検討する。

公庫総合運動場
の整理検討

運動場のある三鷹市と関係機関と調整のうえ、
平成22年度中を目途に入札手続きを実施

[Ｈ21年6月]
国・共有法人と協議

処分に向け運動場閉鎖

上記以外の保有資産の状況 区 分 本 部 支 店 全 体

総 戸 数 51戸 21戸 72戸

上記以外の保有資産は宿舎のみであり その利用状況

整理合理化計画の指摘に基づき適切に対応を図るとともに 他の保有資産についても利用状況等

入 居 数 43戸 15戸 58戸

入 居 率 84.3％ 71.4％ 80.6％

上記以外の保有資産は宿舎のみであり、その利用状況
については、右表のとおり（平成22年3月31日現在）

整理合理化計画の指摘に基づき適切に対応を図るとともに、他の保有資産についても利用状況等
の確認を実施
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■■ 人事に関する事項人事に関する事項

Ｐ106～109

【評価項目17】

自己評定 Ａ

評価シート

■■ 人事に関する事項人事に関する事項

【評価項目17の総括】

自己評定 Ａ

■人事評価制度の運用（#120）
○ 人事評価制度の適正な運用により、評価結果を昇給、賞与等に反映し、職員が高

い士気を持って職務に励んでいくことを推進
○ 無駄を削減 業務をより効率的に行う 組を職員 評価に 層 映するため○ 無駄を削減し、業務をより効率的に行う取組を職員の評価に一層反映するための

仕組みを強化するため評価方法を見直し（平成22年度実施）

■研修の充実（#121）
○ 福祉・医療分野における第一線の専門家等を招いて14回の研修を開催し、若手

職員の育成・専門性の向上に努めるなど、担当業務に必要な知識・技術の習得等
を目的として各種研修を実施

■人員に関する指標（#122）
○ 業務の実態を踏まえつつ、組織体制及び人員配置の見直しを行った結果、期末の

常勤職員数は260人（再雇用職員3人を含む。）
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職員の人事に関する計画（＃119､120､121）

げ職員の人事に関する計画について、中期計画に掲げる方針に基づき、実施等している
か。（中期計画：①組織編成及び人員配置を見直す ②人事評価制度の適正な運用、③
職員の育成・確保、④各種研修の実施）

評価の視点

人事評価制度の運用人事評価制度の運用

個人目標の明確化により、
職員の意識改革と業務管理の向上

職員の努力が賞与に反映される
ことにより、職員の士気の向上

15年度 制度の試行

◆人事評価制度導入の効果◆

平成21年度の取組み
（平成22年度導入）

16年度 制度の導入

17年度 評価結果を賞与へ反映

（平成22年度導入）

無駄を削減し、業務をより効率的
に行う取組を職員の評価に一層反映
するための仕組みを強化するため、
評価方法を見直し

18年度 賞与支給率の差を拡大

19年度 賞与支給率の差の更なる拡大
評価方法を見直し

20年度
評価結果を昇給へ反映（査定昇給制度導入）
・賞与支給率の差の更なる拡大

21年度 引き続き、評価結果を昇給、賞与へ反映

人事評価制度の適正な運用により、評価結果を昇給、賞与等に反映し、職員が高い士気を持って
職務に励んでいくことを推進
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研修の充実

若手職員の育成 研修メニューの充実
若手職員の育成を図るため、福祉・医療分野における

専門家等を招いて14回の研修を開催
平成19年度に導入した教育・訓練プログラムを効果的

に運用するための研修メニューを実施

共通能力（階層別必要能力）【職階に求められる能力】固有能力（部門別必要能力）【専門的な知識】

各 種 研 修 体 系

≪全職員に求める能力≫

向

≪全職員に求める能力≫

向
業務能力適格性一覧（共通部分）【階層ごとに整理】業務能力適格性一覧（固有部分）【部門ごとに整理】

Ｏ Ｊ Ｔ

○引継ぎ ○新任者向け勉強会 ○課内勉強会 他

全 体 研 修

○新人研修

≪必要知識、能力向上手段≫≪必要知識、能力向上手段≫

≪研修の種類≫ ≪研修の種類≫

○引継ぎ ○新任者向け勉強会 ○課内勉強会 他

内部教育・訓練プログラム

○専門家（弁護士等）勉強会（管理部、基金事業部、年金貸付部等）
○火災保険勉強会（福祉貸付部、医療貸付部、管理部）
○福祉・医療経営セミナー（福祉貸付部、医療貸付部、管理部等） 他

【実施】54プログラム

○新人研修

公 開 セ ミ ナー

○管理職（構想・企画）：事業戦略基礎セミナー
○課長代理（積極性、実行）：新任管理者合同研修会
○係長・主査（説明）：ロジカル・プレゼンテーション実践コース
○係員（効率性 分析・理解）：中堅社員ビジネス遂行力向上コース【実施】54プログラム

○若手勉強会（福祉貸付部、医療貸付部、管理部、 企画指導部等）
【実施】14回

外部教育・訓練プログラム

○債権管理の基礎知識（年金貸付部）
○福祉・医療関連シンポジウム（企画指導部、福祉貸付部、医療貸付部）
○情報 修（情報 部） 他

○係員（効率性、分析・理解）：中堅社員ビジネス遂行力向上コ ス
○課長代理、係長・主査、係員（顧客満足）：戦略的テレフォンスキル

セミナー他 全38コース 【実施】26コース、72名

通 信 教 育

○管理職（構想・企画）：戦略的情報マネジメントコース
○課長代理（効率性）：計数入門コース
○係 主査（分析 理解） 課題創造 解決○情報システム研修（情報システム部） 他

【実施】85プログラム
○病院への研修派遣

○係長・主査（分析・理解）：課題創造・解決コース
○係員（責任感）：実力中堅社員コース
○管理職、課長代理、係長・主査（倫理的意識）：企業倫理・コンプライ

アンスコース他 全37コース 【実施】16コース、41名

福祉 医療分野における第 線の専門家等を招いて14回の研修を開催し 若手職員の育成 専門性福祉・医療分野における第一線の専門家等を招いて14回の研修を開催し、若手職員の育成・専門性
の向上に努めるなど、担当業務に必要な知識・技術の習得等を目的として各種研修を実施
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が

人員に関する指標（＃122）

期末の常勤職員数が期初の常勤職員数の100％以内となっているか。
（期初の常勤職員数299人）

評価の視点

常勤職員数の推移（第１期）

H15年度末

常勤職員数
２５４人

常勤職員数
２５２人

常勤職員数
２５０人

常勤職員数
２７０人

常勤職員数
２５６人

H16年度末 H17年度末 H18年度末 H19年度末

（注１）平成18年度において承継年金住宅融資等債権管理回収業務等の移管に伴い34人を承継

２５４人 ２５２人 ２５０人 ２７０人 ２５６人

指標
（264人以内）

指標
（265人以内）

指標
（265人以内）

指標
（299人以内）

指標
（299人以内）

（注１）平成18年度において承継年金住宅融資等債権管理回収業務等の移管に伴い34人を承継
（注２）独立行政法人の組織・業務の見直し等に伴い、平成18年度途中及び平成19年4月の職員採用を見合わせた。

常勤職員数の推移（第２期）

H20年度末

常勤職員数
２５０人

常勤職員数
２６０人

含

H21年度末

(再雇用職員3人含む)

指標
（299人以内）

指標
（299人以内）

業務の実態を踏まえつつ、組織体制及び人員配置の見直しを行った結果、期末の常勤職員数は
260人（再雇用職員3人を含む。）
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